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２　議題事項



資料１．

Ⅰ．規約改訂（組織改定による）



大和川下流部大規模氾濫に関する減災対策協議会規約 

（名称） 

第１条 この会議は、大和川下流部大規模氾濫に関する減災対策協議会（以下「協議会」）とす

る。 

（目的） 

第２条 協議会は、平成２７年９月関東・東北豪雨により大規模な浸水被害が発生したことを踏ま

え、河川管理者、府、市等が連携・協力して、減災のための目標を共有し、ハード対策とソ

フト対策を一体的、計画的に推進することにより、大和川下流域において氾濫が発生するこ

とを前提として社会全体で常に洪水に備える「水防災意識社会」を再構築することを目的と

する。

尚、本協議会は水防法第１５条の９により組織する協議会である。 

（協議会の構成） 

第３条 協議会は、別表１の職にある者をもって構成する。 

２ 協議会の運営、進行及び招集は事務局が行う。 

３ 事務局は、第１項によるもののほか、協議会構成員の同意を得て、必要に応じて別表１の

職にある者以外の者（学識経験者等）の参加を協議会に求めることができる。 

４ 協議会は、必要に応じて第１項の協議会構成員の一部からなる部会を設置し、協議会の

実施事項の一部を行うものとする。 

（幹事会の構成） 

第４条 協議会に幹事会を置く。 

２ 幹事会は、別表２の職にある者をもって構成する。 

３ 幹事会の運営、進行及び招集は事務局が行う。 

４ 幹事会は、協議会の運営に必要な情報交換、調査、分析、減災対策等の各種検討、調整

を行うことを目的とし、結果について協議会へ報告する。 

５ 事務局は、第２項によるもののほか、必要に応じて別表２の職にある者以外の者（学識経

験者等）の参加を幹事会に求めることができる。 

（協議会の実施事項） 

第５条 協議会は、次の各号に掲げる事項を実施する。 

一 洪水の浸水想定等の水害リスク情報を共有するとともに、各構成員がそれぞれ又は連携

して実施している現状の減災に係る取組状況等について共有する。 

二 円滑かつ迅速な避難、的確な水防活動及び円滑かつ迅速な氾濫水の排水を実現するた

めに各構成員がそれぞれ又は連携して取り組む事項をまとめた地域の取組方針を作成し、

共有する。 

三 毎年、出水期前に協議会を開催するなどして、地域の取組方針に基づく対策の実施状況

を確認する。また、堤防の共同点検等を実施し、状況の共有を図る。 

四 その他、大規模氾濫に関する減災対策に関して必要な事項を実施する。 
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なお、その他には、要配慮者利用施設、高齢者避難、ダム及びため池の管理施設並びに土

砂災害対策等を担当する各部署の減災の取り組み実施状況報告を含めるものとする。 

（会議の公開） 

第６条 協議会は、原則として報道機関を通じて公開とする。ただし、審議内容によっては、協議

会に諮り、非公開とすることができる。 

２ 幹事会は、原則非公開とし、幹事会の結果を協議会へ報告することにより公開と見なす。 

 

（協議会資料等の公表） 

第７条 協議会に提出された資料等については速やかに公表するものとする。ただし、個人情報

等で公表することが適切でない資料等については、協議会の了解を得て公表しないものと

する。 

２ 協議会の議事については、事務局が議事概要を作成し、出席した委員の確認を得た後、

公表するものとする。 

 

（事務局） 

第８条 協議会の庶務を行うため、事務局を置く。 

２ 事務局は、近畿地方整備局大和川河川事務所が行う。 

 

（雑則） 

第９条 この規約に定めるもののほか、協議会の議事の手続きその他運営に関し必要な事項に

ついては、協議会で定めるものとする。 

 

（附則） 

 本規約は、平成２８年４月１３日から施行する。 

 本規約は、平成２９年８月２８日から施行する。 

本規約は、令和元年８月１日から施行する。 

本規約は、令和２年７月３０日から施行する。 

本規約は、令和３年７月２９日から施行する。 
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                                                       別表１ 

 

大阪管区気象台長 

大阪府政策企画部危機管理室長 

大阪府都市整備部事業管理室長 

大阪府都市整備部河川室長 

大阪市長 

堺市長 

八尾市長 

松原市長 

柏原市長 

羽曳野市長 

藤井寺市長 

東大阪市長 

西日本旅客鉄道株式会社 近畿統括本部長 

近畿日本鉄道株式会社 大阪統括部 施設部長 

大阪市高速電気軌道株式会社 交通事業本部副本部長 

南海電気鉄道株式会社 鉄道営業本部 工務部 工務部長 

阪神電気鉄道株式会社 都市交通事業本部 工務部長 

阪堺電気軌道株式会社 常務取締役 

大和川右岸水防事務組合事務局長 

近畿地方整備局大和川河川事務所長 
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                                                       別表２ 

 

大阪管区気象台気象防災部気象防災情報調整官 

大阪府政策企画部危機管理室防災企画課長 

大阪府都市整備部事業管理室事業企画課長 

大阪府都市整備部河川室河川整備課長 

大阪市危機管理室防災計画担当課長 

大阪市建設局企画部工務課長 

堺市危機管理室防災課長 

八尾市危機管理課長 

松原市市長公室危機管理課長 

柏原市政策推進部危機管理課長 

羽曳野市市長公室危機管理室長 

藤井寺市危機管理室長 

東大阪市危機管理室次長 

西日本旅客鉄道株式会社 近畿統括本部 安全推進室担当室長 

近畿日本鉄道株式会社 大阪統括部 施設部 工務課長 

大阪市高速電気軌道株式会社 交通事業本部安全推進部危機管理課長 

南海電気鉄道株式会社 鉄道営業本部 工務部 工務課長 

阪神電気鉄道株式会社 都市交通事業本部 工務部 施設課長 

阪堺電気軌道株式会社 技術課長 

大和川右岸水防事務組合総務課長 

国土交通省近畿地方整備局大和川河川事務所副所長 
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大和川下流部流域治水部会規約 

 

（設置） 

第１条 大和川下流部大規模氾濫に関する減災対策協議会規約第３条第４項に基づき「大和川下流部

流域治水部会」（以下「部会」という。）を設置する。 

 

（目的） 

第２条 本部会は、令和元年東日本台風をはじめとした近年の激甚な水害や、気候変動による水害の

激甚化・頻発化に備え、大和川下流部において、あらゆる関係者が協働して流域全体で水害を

軽減させる治水対策、「流域治水」を計画的に推進するための協議・情報共有を行うことを目的

とする。 

 

（部会の構成） 

第３条 部会は、別表１の職にある者をもって構成する。 

２ 部会の運営、進行及び招集は事務局が行う。 

３ 事務局は、第１項によるもののほか、部会構成員の同意を得て、必要に応じて別表１の職にあ

る者以外の者（学識経験者等）の参加を部会に求めることができる。 

 

（部会の実施事項） 

第４条 部会は、次の各号に掲げる事項を実施する。 

一 大和川下流部で行う流域治水の全体像を共有・検討。 

二 河川に関する対策、流域に関する対策、避難・水防等に関する対策を含む、「流域治水プロ

ジェクト」の策定と公表。 

三 「流域治水プロジェクト」に基づく対策の実施状況のフォローアップ。 

四 その他、流域治水に関して必要な事項。 

 

（部会資料等の公表） 

第５条 部会に提出された資料等については速やかに公表するものとする。ただし、個人情報等で公表

することが適切でない資料等については、部会の了解を得て公表しないものとする。 

２ 部会の議事については、事務局が議事概要を作成し、出席した委員の確認を得た後、公表する

ものとする。 

 

（事務局） 

第６条 部会の庶務を行うため、事務局を置く。 

２ 事務局は、近畿地方整備局大和川河川事務所が行う。 

（雑則） 

第７条 この規約に定めるもののほか、部会の議事の手続きその他運営に関し必要な事項については、

部会で定めるものとする。 
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（附則） 

本規約は、令和２年７月３０日から施行する。 
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別表１ 

 

大阪府都市整備部河川室長 

大阪市長 

堺市長 

八尾市長 

松原市長 

柏原市長 

羽曳野市長 

藤井寺市長 

東大阪市長 

近畿地方整備局大和川河川事務所長 
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資料２．

Ⅱ．令和３年度の重点実施項目



令和３年度の重点実施項目

大和川下流部大規模氾濫に関する減災対策協議会
第８回 協議会
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目 次

1. 住民一人一人の避難計画・情報マップの作成促進 〔項目19〕 p3-2

（マイ・タイムライン作成の促進）

2. 要配慮者利用施設の避難計画作成の促進及び避難訓練の促進支援 〔項目20〕 p3-2

3. 避難行動の判断に必要な河川水位に関する情報提供 〔項目25〕 p3-2

（ホットラインによる河川情報提供の充実）
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１．住民一人一人の避難計画・情報マップの作成促進
（マイ・タイムライン作成の促進）
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住民一人ひとりのタイムライン（防災行動計画）であり、台風等の接近による大雨によって
河川の水位が上昇する時に、自分自身がとる標準的な防災行動を時系列的に整理し、自
ら考え命を守る避難行動のための一助とするもの

・マイ・タイムラインとは

・マイ・タイムラインのメリット（効果）

「リスクを認識」
・自分の家が浸水してしまう ・避難所まで遠い ・危険な場所をさけて逃げる

「逃げるタイミングがわかる」
・いつ逃げるか ・誰と逃げるのか ・逃げるのに支援が必要（高齢者・病人等）

「コミュニケーションの輪が広がる」
・意見交換などで、知り合いになれる

・支援内容

・防災リーダーの能力向上（自主防災組織向け講習会）
・防災リーダーの実践の場（モデル地区住民への講習会）

１．住民一人一人の避難計画・情報マップの作成促進（マイ・タイムライン作成の促進）
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5

１．住民一人一人の避難計画・情報マップの作成促進（マイ・タイムライン作成の促進）
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講習会の実施

講習会資料の見直し

支援要望自治体との実施方法の確認
（講習会対象者、日程、会場等の確認）

講習会資料の作成、運営方法の検討

【講習会実施フロー例】

資料内容等の確認

講習会資料、講習会運営準備

自治体との調整

事務局主導

◆国土交通省（事務局）の支援
・資料作成、印刷
・講習会の実施（講師派遣）
・講習会後の問い合わせ対応 等

◆自治体の調整事項
・講習会対象者との調整
・講習会の日程調整、会場確保等

『マイ・タイムライン作成講習会』の支援例

①自主防災組織向け講習会（午前）

②モデル地区住⺠への講習会（午後）

目的 防災リーダーの実践の場

住⺠へのレクチャー
（会場サポート）

自治体内での水平展開の
イメージ

各地区にて実践

地域住⺠への
講習会実施

防
災
リ
ー
ダ
ー

地域住民

対象：自治体防災担当者

地域防災リーダー 等

目的 防災リーダーの能⼒向上 『講習会資料（案）』

１．大和川の水害危険性を知る

２．自宅の水害危険性を知る

３．安全な避難先を決める

４．防災情報を知り、適切な

避難のタイミングを知る

５．自分の逃げ方
（マイ・タイムライン）を作る

※防災リーダー向けの講習会では

住民への指導ポイントも紹介します。

○ 大和川河川事務所では、希望自治体の要望に応じて『マイ・タイムライン作成講習会』を実施します。

１．住民一人一人の避難計画・情報マップの作成促進（マイ・タイムライン作成の促進）
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２．要配慮者利用施設の避難計画作成の促進
及び避難訓練の促進支援
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２．要配慮者利用施設の避難計画作成の促進及び避難訓練の促進支援

○ 水防法に基づき市町村地域防災計画に位置づけられている要配慮者利用施設の数は、全国で96,508施設、その
うち、避難確保計画を作成済み施設は63,776施設ある（令和3年3月時点）。

○ 大阪府では、8,614施設のうち、6,790施設が避難確保計画を作成済みである（令和3年3月時点） 。
○ 大和川下流部の関係自治体における「要配慮者利用施設の避難確保計画作成・訓練実施状況」は以下に示す。

避難確保計画の策定率は、上がってきているものの、訓練の実施率が低い状況にある。

■要配慮者利用施設の避難確保計画作成・訓練実施状況

出典：令和２年度 大和川下流部減災対策協議会の取組方針のアンケート結果

（令和2年12月時点）

策定率 実施率

大阪市 4,555 3,864 85% 501 11%

堺市 212 97 46% 0 0%

八尾市 539 328 61% 0 0%

松原市 54 47 87% 0 0%

柏原市 74 69 93% 0 0%

羽曳野市 39 28 72% 12 31%

藤井寺市 21 6 29% 1 5%

東大阪市 917 787 86% 108 12%

6,411 5,226 82% 622 10%

対象
施設

計画作成 訓練実施

要配慮者利用施設
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前期と後期のグループワークにより、施設間のコミュニケーションの『場』を創出

○ 大和川河川事務所では、大阪府松原市をモデル自治体として、洪水浸水想定区域内にある要配慮者利用施設の管理
者等を対象に、「計画作成ポイントがわかる講習会」として、令和元年11月25日(月)の前期講習会（ワールドカフェ）と12月
9日(月)の後期講習会（座学）を実施し、計画作成から提出までを支援（支援効果：16施設（23%） ⇒52施設（74%））

○ 令和2年度には、避難訓練に関する講習会を開催し、施設の避難訓練の事例紹介を行いながら、避難訓練の実施方法
などを学んでいただき、各施設において避難訓練の実施に向け実効性の向上を図った。

【計画作成ポイントの学習】

【施設種別に分かれて意見交換】

計
画
作
成
ポ
イ
ン
ト
と
取
組
・工
夫
を
共
有

２．要配慮者利用施設の避難計画作成の促進及び避難訓練の促進支援

前期講習会

①避難確保計画作成の必要性

②避難確保計画作成のポイント

③意見交換会（ワールドカフェ）

後期講習会

①避難経路図の見直し（ｸﾞﾙｰﾌﾟﾜｰｸ）

②防災気象情報の学習（大阪管区気象台）

③避難のタイミングの見直し（ｸﾞﾙｰﾌﾟﾜｰｸ）

【避難場所・避難経路の検討】

【防災気象情報の学習】

【避難のタイミングの検討】

避
難
場
所
と
避
難
の
タ
イ
ミ
ン
グ
を
検
討

実効性のある避難訓練方法を学習

講習会

①避難確保計画の振り返り

②避難訓練の事例紹介（動画）

③「避難訓練チェックリスト」の活用方法

Web参加者

【避難確保計画の振り返り】
【コロナ対策（web中継）】

【避難訓練の動画紹介】

避難確保計画作成（R1）

ワールドカフェ方式

避難訓練計画作成（R2）
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２．要配慮者利用施設の避難計画作成の促進及び避難訓練の促進支援

○ 浸水想定区域に立地し、要配慮者利用施設として位置づけられた学校は、全国で7,476 校（全学校数 37,374 校
の 20.0％）、このうち、避難確保計画を作成している学校 は、6,365 校（85.1％）、避難確保計画に基づく避難訓練
を実施している学校は、5,375 校（71.9％）である。

○ 大阪府内の対策状況については以下に示す。

■浸水想定区域・土砂災害警戒区域に立地する公立学校の対策状況（大阪府全体）

公立学
校数

①浸水想定区域に立地し、要配慮者利用施設として位置づけられた学校
②土砂災害警戒区域に立地し、

要配慮者利用施設として位置づけられた学校
①、②の
いずれ

も該当す
る学校

ソフト面の対策 ハード面の対策 ソフト面の対策

（１）
避難確保計画の

作成状況

（２）
避難確保計画に
基づく避難訓練

の実施状況

（３）
防災教育
の実施状

況

（４）
学校施設
内への浸
水対策

（５）
受変電設
備の浸水

対策

（６）
重要書類
等の保管
場所の浸
水対策

（１）
避難確保計画の

作成状況

（２）
避難確保計画に
基づく避難訓練の

実施状況

（３）
防災教育
の実施状

況

A [校] B [校] B/A [％] C [校] C/B [％] D [校] D/B [％] E [校] F [校] G [校] H [校] I [校] I/A [％] J [校] J/I [％] K [校] K/I [％] L [校] M [校]

1,954 259 13.3 208 80.3 172 66.4 224 60 110 117 40 2.0 39 97.5 37 92.5 39 1

出典：浸水想定区域・土砂災害警戒区域に立地する学校に関する調査の結果について

（令和2年10月1日時点）

公立学校
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２．要配慮者利用施設の避難計画作成の促進及び避難訓練の促進支援

事業 内容
補助率
(措置率)

担当部局

防災機能強化事業
(学校施設環境改善交付金)

学校施設が、発災時において、児童生徒等を事故等から守るとともに、応急避難場
所として必要な機能を発揮できるよう、必要となる工事を行うことにより、防災機能
の強化を図る事業
(対象の一例)
・雨水貯留に資する貯水槽の整備
・受変電設備の嵩上げや上層階への移設等

1/3
(1校あたり400
万円以上2億円
以下の事業を
対象とする)

文部科学省
大臣官房文教施
設企画・防災部
施設助成課

緊急防災・減災事業債

全国的に緊急に実施する必要性が高く、即効性のある防災・減災のための地方単
独事業(事業期間は、令和7年度まで)
(対象の一例)
・浸水・土砂災害対策のための施設整備全般

(受変電設備の嵩上げや上階への移設、止水板や防水扉の設置等)
・大規模災害時に迅速に対応するための情報網の構築

(防災行政無線のデジタル化、Wi-Fiの整備等)

元利償還金の
70%を地方交付
税措置(充当率

100%)

総務省
自治財政局
地方債課

新世代下水道支援事業
水環境創造事業(水循環再生
型)

水循環を良好な状態に維持・回復するため、または、雨天時に公共用水域に流入
する汚濁負荷の削減を図るための下水道施設の整備
(対象の一例)
・雨水の貯留浸透機能を有する管渠等の設置・改造

1/3等

国土交通省
水管理・国土保全
局
下水道部
下水道事業課

新増築事業(公立学校施設整
備費負担金)
改築事業
(学校施設環境改善交付金)

①教室の不足を解消するための校舎の新築、増築
②耐力度調査の結果、構造上危険な状態にある建物の改築
③耐震力不足、津波浸水想定区域内に立地する等、教育を行うのに著しく不適当
な建物の改築

①原則1/2
②・③原則1/3

文部科学省
大臣官房文教施
設企画・防災部
施設助成課

■対策支援メニューの紹介
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２．要配慮者利用施設の避難計画作成の促進及び避難訓練の促進支援

事業 内容
補助率

(措置率)
担当部局

下水道浸水被害軽減総合事業

内水浸水リスクの高い地区等において、下水道浸水被害軽減総合計画に基づき
ハード・ソフト含めて総合的に実施する都市浸水対策
(対象の一例)
・雨水の貯留浸透機能を有する下水道施設
・透水性舗装の整備 ・止水板の購入 等

1/3等

国土交通省
水管理・国土保全
局
下水道部
下水道事業課

流域貯留浸透事業

近年、局地的豪雨の頻発により浸水被害が多発していることを踏まえ、一級河川又
は二級河川の流域内において、地方公共団体が主体となり、流域対策など総合的
な治水対策を推進することを目的とした事業
(対象の一例)
・貯留若しくは浸透又はその両方の機能をもつ施設の整備(各戸貯留、池沼及びた
め池等)※通常の河道改修方式と比較して経済的であるもの

1/3
国土交通省
水管理・国土保全
局 治水課

都市構造再編集中支援事業

立地適正化計画に基づき、市町村や民間事業者等が行う一定期間内の都市機能
や居住者環境の向上に資する公共公益施設の誘導・整備、防災力強化の取組等に
対し集中的な支援を行い、各都市が持続可能で強靭な都市構造は再編を図ること
を目的とする事業
(対象の一例)
・災害ハザードエリアからの移転・地域の防災のために必要な施設の整備等

1/2
(都市機能誘導

区域内)、
45%(居住誘導

区域内等)

国土交通省
都市局
市街地整備課

防災集団移転促進事業

住民の生命等を災害から保護するため、住民の居住に適当でないと認められる区
域内にある住居の集団的移転を促進することを目的として、市町村が行う住宅団地
の整備等
(対象の一例)
・住宅団地(集団移転に関連して移転が必要な要配慮者施設用地を含む)の取得及
び造成に対する補助

3/4
国土交通省
都市局
都市安全課

特定都市河川浸水被害対策推
進事業

特定都市河川浸水被害対策法に基づき指定された特定都市河川流域において、浸
水被害防止のための雨水貯留浸透施設を計画的・集中的に整備することにより、早
期に治水安全度を向上させることを目的とする事業
(対象の一例)
・貯留・浸透機能を持つ施設の整備(校庭貯留、地下貯留等)
・既設の調整池、池沼又は溜め池の改良※雨水貯留浸透施設整備計画に基づき、
民間企業等が実施する事業についても対象となる

1/2
国土交通省
水管理・国土保全
局 治水課

■対策支援メニューの紹介
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３．避難行動の判断に必要な
河川水位に関する情報提供

（ホットラインによる河川情報提供の充実）
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災害対策基本法の一部改正の概要 

 

 

令和元年台風第１９号等での課題を踏まえて、災害対策基本法

が一部改正（令和３年５月１０日公布、同５月２０日施行）され、

併せて「避難情報に関するガイドライン」が改定されました。 

 

この改正等により令和３年５月２０日から「避難勧告」と「避難指

示（緊急）」が「避難指示」のみに一本化されました。 

各市町村は、「避難勧告」を発令していたタイミングにおいて警

戒レベル４「避難指示」を発令することとなります。 

 

また、警戒レベル３「避難準備・高齢者等避難開始」は「高齢者

避難」へ、警戒レベル５「災害発生情報」も「緊急安全確保」へ名

称が変更されます。 
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ホットラインによる河川情報提供の充実
（ＷＥＢによる情報共有）
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・現在、各市町長と大和川河川事務所長との
電話でのホットラインは確立されている。

・首長の水害時の避難判断を支援する形と
なっている。

・ 台風や前線の影響を受ける前に、類似している過去
の洪水時の出水・被害状況や対応状況を閲覧できる。

・オンラインシステムを活用し、大和川河川事
務所長と複数の関係首長間の情報共有を図
り、早期に水害時の適切な体制を構築する。

市
長

国土交通省

川内川河川事務所長

助 言

情報交換

大和川防災行動
計画支援

システム

情報共有の方法②情報共有の方法①
強 化

〇従来より早いタイミングで沿川市町等に分かりやすい河川情報等の提供・解説するため、オンラインシステムを活
用してホットラインを強化する。

現状

複数首長

ホットラインによる河川情報提供の充実（ＷＥＢによる情報共有）

首長とのホットライン

首長

首長

首長

大和川防災行動計画支援システムで閲覧可能なデータ

No. 洪水名

30 S57.08.02 8/02 23:00 146.16
62 H26.08.09 8/09 02:00 138.60
47 H11.08.11 8/10 22:00 133.15
7 S34.08.14 8/13 18:00 130.06
9 S36.10.28 10/27 23:00 122.73
61 H25.09.16 9/16 08:00 116.90
4 S31.09.27 9/26 23:00 105.76
13 S40.09.17 9/17 12:00 104.01
14 S41.07.02 7/01 18:00 101.90
43 H07.07.04 7/04 04:00 101.20
27 S54.06.29 6/27 09:00 96.30

最大12hr雨量
生起月日

（開始時刻）

柏原上流域
平均12hr雨
量(mm)

年 柏原

月 日時 水位 流量

(m) (m
3
/s)

S57 08 02日02時 4.64 2,497

H07 07 04日11時 3.92 2,016

H25 09 16日 9:00 4.57 1,979

H26 08 9日 15:10 3.90 1,675

H11 08 11日07時 3.18 1,614

H21 10 8 7:00 3.50 1,590

S34 08 14日06時 4.73 1556

H19 07 17  4:00 3.47 1,548

H05 07 05日07時 3.30 1,546

H24 06 22日 4:00 3.66 1,480

S54 06 29日11時 3.42 1,460

S40 09 17日23時 4.12 1418
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③年 大雨量
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⑤年 高水位グラフ

大和川防災

行動計画支援
システム

2-18



①大和川情報共有サイトとは

目 的
ホットラインに必要な情報を一元化し、

ワンクリックでアクセスできるサイトを構築

自治体との円滑な情報共有を図ることができます

必要な情報を一元化

気象
情報

河川
水位

予測
水位

樋門
水位

地点
雨量

河川
ｶﾒﾗ

流域
ﾏｯﾌﾟ

大和川情報共有サイト

追加

追加

ホットラインによる河川情報提供の充実（ＷＥＢによる情報共有）
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②大和川情報共有サイトの概要

① ②

③

④

①デフォルト画面

「流域マップ」「総合情報」「河川水位」
「予測水位」「樋門水位」「地点雨量」
「河川カメラ」の７種類のデフォルト画面
から選択できます。

②その他の関連情報
サイトリンク

国土交通省や気象庁の関連情報の
サイトへ簡単にアクセスできます。

③表示データの切り替え

表示するデータを切り替え、
閲覧したいデータや6画面の
構成をカスタマイズすること
ができます。

新機能新機能

④地点切り替え

「河川水位」「予測水位」
「樋門水位」「地点雨量」
「河川カメラ」は観測地点
を選択できます。

ホットラインによる河川情報提供の充実（ＷＥＢによる情報共有）
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流域治水のソフト対策促進
（河川監視強化）
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樋門付近に３６０度カメラの設置検討

○ 近年激甚化する水害に対し、防災・減災に資するため、地域の浸水状況をリアルタイムで面的に検出・収集が必要
○ 堤内側の浸水状況を速やかに把握するために、樋門に360度カメラの設置を検討

360°カメラの映像イメージ（堤内側）
内水氾濫の状況を撮影

360°カメラの設置イメージ

360°カメラ（イメージ）
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３６０度カメラと簡易型河川監視カメラ

奈良県

大阪府

佐
保

川

凡 例

河川監視カメラ（簡易型）

・多くの画像情報を取得し住民に提供することで、適切な避難判断を促すことを目的に、３６０度カメラと
「簡易型河川監視カメラ」を新たに設置予定。

大和川築港
八幡町(下)

大和川築港
八幡町(上)

大和川阪神高速
湾岸線大和川橋梁

大和川大阪市住之江区
新北島

大和川阪堺大橋

大和川阪和線
大和川橋梁

大和川天美北

大和川高野大橋

大和川新明治橋

大和川
八尾市若林町

大和川
柏原市片山町

大和川柏原市高井田

大和川柏原市国分市場 大和川柏原市青谷

大和川大正橋

大和川
王寺町元町

大和川
近鉄生駒線橋梁

大和川新御幸橋

曽我川
広陵町萱野

曽我川
広陵町大場

佐保川杉橋

川の水位情報 https://k.river.go.jp/

佐保川稗田橋

佐保川大和郡山市高田町

佐保川羅城門橋

曽我川河合町長楽

三軒屋川樋門

第1排水樋門

片山排水樋門

片山新樋門

神南樋門

南浦樋門

舟戸第1
排水樋門

大坪樋門

馬司大樋 芹川樋門

美濃川樋門

郡山ポンプ場
放流樋門

河川監視カメラ（簡易型）設置予定
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資料３．

Ⅲ．「水防災意識社会再構築ビジョン」
　　に基づく大和川下流部大規模氾濫域の
　　減災に係る取組方針（案）の目標更新



○ 実施が遅れているもの（水防法上実施義務があるものを含む）は、以下の点であり、今後も次期５年間で
の取組み項目とし充実させていく

（取組方針の実施が遅れている項目）
• 要配慮者利用施設の避難計画作成の促進および避難訓練の促進支援
• 多機関連携型タイムラインの拡充
• 住民一人一人の避難計画・情報マップの作成促進
• 広域避難に向けた調整及び検討
• 排水設備の耐水性の強化

（これまで推進に向けて実施してきたこと）
• 現地の状況調査把握
• 物資や避難所提供の協定締結・
• 先進事例の情報提供、共有
• 実施責任者を集めた講習会の実施、訓練指導

（今後も実施していくこと）
• 物資や避難所提供の協定締結拡大
• 先進事例の情報提供、実施要領の情報共有
• 積極的な実施責任者を集めた講習会の実施、訓練指導支援
• 実施のための教材、グッズの啓発、提供の拡大
• 実施に向けて計画スケジュール再構築とフォローアップ

「水防災意識社会再構築ビジョン」に基づく取組方針（案）の目標更新

太字：本年度重点実施項目
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「水防災意識社会再構築ビジョン」に基づく大和川下流部大規模氾濫域の減災に係る取組方針
アンケート調査(令和2年12月末時点での進捗状況)

【５年間で達成すべき目標】
○目標を達成するための具体的な取り組み

具体的な取組の柱 主な内容

事項

　洪水を河川内で安全に流す対策

1 ①遠里小野地区の堤防整備 R2年度 R７年度

2 ②長吉川辺地区の侵食対策 R2年度 -

3 ③太田地区の侵食対策 R2年度 -

4 ④国分市場地区の堤防整備 H28年度 -

5 重要インフラの機能確保 R2年度 R７年度

１．（避難）広範囲の浸水に対して迅速、的確かつ主体的な広域避難行動のための取り組み

6 避難勧告等の発令基準の設定 引き続き実施 今後もフォローアップ

7 避難勧告等の発令基準の周知（HPでの公開等） H28年度 今後もフォローアップ

8 避難勧告等の発令に着目したタイムラインの作成・更新 引き続き実施 今後もフォローアップ

9 タイムラインの作成・更新支援 引き続き実施 今後もフォローアップ

10 タイムラインに基づく訓練の実施 H29年度 R７年度

11 多機関連携型タイムラインの拡充 R2年度 R７年度

12
想定 大外力を対象とした浸水想定区域図の策定・公表（5/31公表）（水防法第14条で
義務化）

H28年度 今後もフォローアップ

13 想定 大外力を対象とした氾濫シミュレーションの公表 H28年度 今後もフォローアップ

14 広域避難に向けた調整及び検討 H29年度 R７年度

15 広域避難を考慮したハザードマップへの更新・周知 R2年度 R７年度

16 まるごとまちごとハザードマップの整備・更新・周知（訓練への活用） R2年度 R７年度

17 避難場所又は避難経路の指定・更新及び周知 引き続き実施 今後もフォローアップ

18 応急的な退避場所の確保 R2年度 R７年度

19 住民一人一人の避難計画・情報マップの作成促進 R2年度 R７年度

20
要配慮者利用施設の避難計画作成の促進および避難訓練の促進支援（水防法第15条
で義務化）

H29年度 R4年度

21 小中学校や地域を対象とした水災害教育の実施 引き続き実施 今後もフォローアップ

22 水災害意識啓発の広報 引き続き実施 今後もフォローアップ

23 共助の仕組みの強化 R2年度 R７年度

24 同報系防災行政無線等の整備 引き続き実施 今後もフォローアップ

25
避難行動の判断に必要な河川水位に関する情報提供（必要箇所の拡大、大和川水位
情報提供サイトのリンク貼付等）

引き続き実施 今後もフォローアップ

26 メール情報配信システムの構築、利用登録促進 引き続き実施 今後もフォローアップ

27
スマートフォン等を活用したリアルタイムの情報提供ならびにプッシュ型情報発信のため
の整備

引き続き実施 今後もフォローアップ

28 洪水予報文の改良と運用 引き続き実施 今後もフォローアップ

29 危険レベルの統一化等による災害情報の充実と整理 R2年度 今後もフォローアップ

30 洪水予測や河川水位の状況に関する解説 R2年度 今後もフォローアップ

31 土砂災害警戒情報を補足する情報の提供 R2年度 R７年度

32 簡易水位計、量水標、CCTVカメラの設置 引き続き実施 今後もフォローアップ

33 水防団（消防団含む）との情報伝達訓練の実施 引き続き実施 今後もフォローアップ

34 水防団員や消防団員・水防協力団体の募集・指定を促進 引き続き実施 今後もフォローアップ

35 関係機関が連携した実働水防訓練の実施（水防資材の点検管理含む） 引き続き実施 今後もフォローアップ

36
浸水時においても災害対応を継続するための庁舎等施設の整備（自家発電装置等の耐
水化など）

引き続き実施 R７年度

■水防活動支援のための情報
　公開、情報共有に関する事項 37 重要水防箇所の情報共有と関係市等との共同点検の実施 引き続き実施 今後もフォローアップ

38 メッシュ情報の充実（さまざまな地理情報との重ね合わせ　等）・利活用の促進 H29年度 今後もフォローアップ

39 警報等における危険度を色分け表示（分かりやすい表示） H29年度 今後もフォローアップ

40 堤防天端の保護 R2年度 今後もフォローアップ

41 裏法尻の補強 R2年度 R７年度

42
大規模水害を想定した既存排水施設等の活用方法及び排水ポンプ車の設置箇所等、
排水に関する検討

H29年度から実施 R７年度

43 排水に関する訓練の実施 H30年度から実施 R７年度

44 排水設備の耐水性の強化 R2年度 R７年度

45 大規模工場等への浸水リスクの説明と水害対策等の啓発活動 H29年度 R７年度

■防災教育や防災知識の
　普及に関する事項

■避難行動のための
　リアルタイム情報発信等に
　関する事項

２．（防ぐ）一秒でも長い避難時間の確保のための水防活動実現への取り組み

■水防活動の強化
　に関する事項

■防災気象情報の改善
　に関する事項

■危機管理型ハード対策
　に関する事項

３．（回復）氾濫による社会経済被害の軽減、早期回復を可能とする水害に強い都市の再構築のための取り組み

■排水活動及び施設運用の
強化に関する取組事項

目標時期
（令和３年更新）

各取組の実施状況
■：全ての機関で実施済
■：80～100%未満の機関で実施済
■：50～80%未満の機関で実施済
■：20～50%未満の機関で実施済
■：0～20%未満の機関で実施済

■ハザードマップの作成・周知
　等に関する事項

具体的取組

■洪水を河川内で安全に流す
　対策に関する事項

■避難勧告等の発令に着目した
　タイムラインの作成・更新・活用に
　関する事項

No. 目標時期
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３　報告事項



資料４．

流域治水プロジェクトについて
（流域治水部会担当者会議からの報告）
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資料５．

令和２年度
機関ごとの具体的な取組



各機関の取組状況

番号 機　　　関　　　名 取組状況

1 大阪市 要配慮者利用施設への避難確保計画作成に向けた支援

2 堺市 各部局と連携した避難確保計画策定推進

3 八尾市 避難確保計画の策定状況

4 松原市 要配慮者利用施設の避難訓練に係る講習会

水災害教育の実施
（避難所運営演習（新型コロナウイルス感染症対策について講演・３密を回避するため
の避難所設営））

水災害教育の実施（避難所の開設・運営について講演）

まるごとまちごとハザードマップの整備・更新・周知

水災害意識の啓発

7 東大阪市 要配慮者利用施設（保育園）に向けた水害時の避難行動に関する講習会の開催

8 大阪府 コミュニティタイムラインの推進

9
大阪市高速電気軌道

株式会社
台風接近時の対応訓練の実施

10
阪神電気鉄道

株式会社
地下駅水防訓練を実施

防災気象情報の改善（大雨特別警報解除後の洪水への警戒呼びかけ）

防災気象情報の改善（大雨特別警報の発表基準の変更・発表指標の改善）

防災気象情報の改善（呼びかけの改善
（特別警報を待ってはならないことを伝える・暴風災害に対する呼びかけ））

防災気象情報の改善（呼びかけの改善（過去事例の引用））

防災気象情報の改善（「危険度分布」で湛水型内水氾濫表示）

防災教育や防災知識の普及啓発（防災知識の普及啓発）

防災教育や防災知識の普及啓発（小中学校や地域を対象とした水災害教育の実施）

12 大和川河川事務所 重要水防箇所合同巡視

11
大阪管区
気象台

6 藤井寺市

5 柏原市
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５　今後の減災協議会及び
幹事会等の開催スケジュール



資料６．

今後の減災協議会及び
流域治水部会のスケジュール(予定)



今後の減災協議会及び流域治水部会のスケジュール（予定）

令和３年６月 第８回幹事会・流域治水部会担当者会議
・協議会に諮る内容の確認
・取組方針改定（案）
・R２年度 取組状況の確認等フォローアップ

令和３年７月 第８回協議会
・取組方針改定（案）
・R２年度 取組状況の確認等フォローアップ
・参加首長の発言

令和３年９月頃 減災協議会担当者会議
・R３年度 取組状況の確認等フォローアップ等

流域治水部会担当者会議
・R３年度 取組状況の確認等フォローアップ等

令和４年２月頃 第９回幹事会
・協議会に諮る内容の確認

・R３年度 取組状況の確認等フォローアップ

令和４年３月頃 第９回協議会・流域治水部会（同時開催）
・R３年度 取組状況の確認等フォローアップ等

令和４年１月頃 減災協議会担当者会議
・R３年度 取組状況の確認等フォローアップ等

流域治水部会担当者会議
・R３年度 取組状況の確認等フォローアップ等
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参考資料１．

減災対策協議会のこれまでの経緯



平成30年7月30日 第４回 減災対策協議会
平成29年度のフォローアップ

■緊急行動計画（平成29年6月20日）
平成28年8月、台風10号等の一連の台風による豪雨災害（中小河川の氾濫）を受けて、とりまとめられた
委員会の答申（H29.1）を踏まえ、水防法改正に基づく協議会の設置、水害対応タイムラインの作成促進、
要配慮者利用施設における避難体制構築への支援、水害危険性の周知促進、防災教育の促進等の32
項目をとりまとめた。
※H29.12.1 中小河川等治水対策プロジェクトを設立し33項目に追加修正

平成27年12月 水防災意識社会再構築ビジョン

平成27年12月 社会資本整備審議会答申
「施設の能力には限界があり、施設では防ぎきれない大洪水は必ず発生するもの」
へと意識を変革し、社会全体で洪水氾濫に備える必要がある。

減災対策協議会 これまでの経緯 （１／２）

平成27年9月 関東・東北豪雨災害（鬼怒川の洪水氾濫）

平成28年4月13日 第１回 減災対策協議会
『大和川下流部大規模氾濫に関する減災対策協議会』設立

平成29年8月28日 第３回 減災対策協議会
平成28年度のフォローアップ

平成28年8月25日 第２回 減災対策協議会

近畿 大の大阪都市圏に拡散する大和川下流部の大規模水害に対して、「迅
速、的確かつ主体的な広域避難」と、「水害に強い都市への再構築」を目指す

取組方針
①（避難）広範囲の浸水に対して迅速、的確かつ主体的な広域避難行動のための取組
②（防ぐ）一秒でも長い避難時間の確保のための水防活動実現への取り組み
③（回復）氾濫による社会経済被害の軽減、早期回復を可能とする水害に強い都市の
再構築のための取り組み

「大和川下流部大規模氾濫域の減災に係る取組方針」策定

目標

平成30年7月豪雨
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令和元年8月1日 第５回 減災対策協議会
平成30年度のフォローアップ・

緊急行動計画の改定による規約の改定

令和２年7月30日 第６回 減災対策協議会
令和元年度のフォローアップ・

緊急行動計画の改定による取組方針の改定・
鉄道事業者の参画・「大和川下流部流域治水部会」の設置

令和元年10月 東日本台風

令和2年7月 社会資本整備審議会答申
近年の水災害による甚大な被害を受けて、施設能力を超過する洪水が発生するこ
とを前提に、社会全体で洪水に備える水防災意識社会の再構築を一歩進め、気
候変動の影響や社会状況の変化などを踏まえ、あらゆる関係者が協働して流域
全体で行う、流域治水への転換を推進し、防災・減災が主流となる社会を目指す。

減災対策協議会 これまでの経緯 （２／２）

令和３年3月4日 第７回 減災対策協議会・
第３回 流域治水部会（合同開催）

令和２年度のフォローアップ・
大和川流域プロジェクト（案）の策定について・

大和川大規模氾濫域の減災に係る取組方針について

■緊急行動計画の改定（平成31年1月29日）
平成30年7月豪雨を受けて、とりまとめられた委員会の答申（H30.12）を踏まえ、社会全体で洪水に備える「水
防災意識社会」を再構築する取組をさらに充実し加速するため、多くの主体の事前の備えと連携の強化の観
点等より、2020年（令和2年）度目途に取り組むべき緊急行動計画を54項目に拡充。
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参考資料２．

「水防災意識社会再構築ビジョン」
に基づく大和川下流部大規模氾濫域
の減災に係る取組方針（案）



 
 

 

 

 

 

「水防災意識社会再構築ビジョン」に基づく 

大和川下流部大規模氾濫域の減災に係る取組方針 

 

 

 

 

令和３年 月 日 

 

大和川下流部大規模氾濫に関する減災対策協議会 

 

大阪市、堺市、八尾市、松原市、柏原市、羽曳野市、藤井寺市、東大阪市、 

大和川右岸水防事務組合、大阪府、大阪管区気象台、西日本旅客鉄道株式会社、 

近畿日本鉄道株式会社、大阪市高速電気軌道株式会社、南海電気鉄道株式会社、 

阪神電気鉄道株式会社、阪堺電気軌道株式会社、国土交通省近畿地方整備局 

 

 

本取組方針（案）について、各機関は、地域の 

実情等に応じて必要な取組を実施するものとします。 
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１．はじめに 

平成 27 年 9 月関東・東北豪雨災害により、鬼怒川の下流部では堤防が決壊す

るなど、氾濫流による家屋の倒壊・流失や広範囲かつ長時間の浸水が発生した。

また、これらに避難の遅れも加わり、近年の水害では類を見ないほどの多数の

孤立者が発生した。 

 

このようなことから、国土交通大臣から社会資本整備審議会会長に対して「大

規模氾濫に対する減災のための治水対策のあり方について」が諮問され、平成

27 年 12 月 10 日に「大規模氾濫に対する減災のための治水対策のあり方につい

て～社会意識の変革による「水防災意識社会」の再構築に向けて～」が答申さ

れた。 

 

国土交通省では、この答申を踏まえ、新たに「水防災意識社会 再構築ビジ

ョン」として、全ての直轄河川とその氾濫により浸水のおそれのある市町村（109

水系、730 市町村）において、水防災意識社会を再構築する協議会を新たに設置

して減災のための目標を共有し、令和 2 年度を目処にハード・ソフト対策を一

体的・計画的に推進することとした。 

 

大和川下流部では、この「水防災意識社会 再構築ビジョン」を踏まえ、地

域住民の安全安心を担う沿川８市（大阪市、堺市、八尾市、松原市、柏原市、

羽曳野市、藤井寺市、東大阪市）、２水防事務組合（大和川右岸水防事務組合、

泉州水防事務組合（平成 28 年 12 月解散））、大阪府、大阪管区気象台、近畿地

方整備局で構成される「大和川下流部大規模氾濫に関する減災対策協議会」を

平成 28 年 4月 13 日に設立した。 

 

その中で、大和川下流部沿川は、JR 大和路線や近鉄大阪線等の鉄道や、阪神

高速堺線・松原線をはじめ近畿自動車道、阪和自動車道、国道 25 号等の基幹交

通施設に加え、河口部には堺泉北港や大阪港等の阪神工業地帯の中枢港湾が位

置し、陸海交通の要所となっており、大阪市や堺市をはじめとした近畿地方の

行政・産業の主要機能の集積地域である。 

 

大和川下流部では、昭和 57 年台風 10 号により、西除川等が合流する付近で

計画高水位を超過し、大規模な浸水が発生した。本協議会では、この時の教訓

や、その後各地で頻発している洪水の教訓を踏まえ、「避難・防ぐ・回復」とい

ったことに主眼をおいた取組方針を策定した。 
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その後発生した平成 30 年 7 月豪雨では、広域的かつ同時多発的に河川の氾濫

や土石流等が発生し、200 名を超える死者・行方不明者と多くの家屋被害に加え、

ライフラインや交通インフラ等の被災によって、甚大な社会経済被害が発生し

た。 

 

平成 30 年 7 月豪雨災害を受けて社会資本整備審議会の答申では、関係機関の

連携によるハード対策の強化に加え、大規模氾濫減災協議会等を活用し、多く

の関係者の事前の備えと連携の強化により、複合的な災害にも多層的に備え、 

社会全体で被害を防止・軽減させる対策の強化を緊急的に図るべきである、と

されている。 

 

国土交通省は、これらを踏まえ、「水防災意識社会」の再構築に向けた緊急行

動計画を平成 31 年 1 月 29 日に改定した。具体的には、人的被害のみならず経

済被害を軽減させるための多くの主体の事前の備えと連携の強化、災害時の実

際に行動する主体である住民の取組強化、洪水のみならず土砂・高潮・内水、

さらにそれらの複合的な災害への対策強化等の観点により、緊急行動計画の取

組を拡充した。 

 

今後、本協議会は、毎年出水期前に開催して、取組の進捗状況を確認すると

ともに、必要に応じて取組方針を見直していく。また、実施した取組について

も訓練等を通じて習熟、改善を図る等、継続的なフォローアップを行うことと

する。 

なお、本取組方針は、本協議会規約第 5 条に基づき作成した。 

※本取組方針は、大和川・石川の直轄管理区間を対象としたものである。 

※本協議会で対象とする「大和川下流部」は、奈良県との境界である亀の瀬

狭窄部から河口部までの大阪府域をいう。 
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２．本協議会の構成員 

本協議会の参加機関及び構成メンバーは以下のとおりである。 

参 加 機関 構成メンバー 

大阪市 

堺市 

八尾市 

松原市 

柏原市 

羽曳野市 

藤井寺市 

東大阪市 

大和川右岸水防事務組合 

大阪府 

〃 

〃 

大阪管区気象台 

西日本旅客鉄道株式会社 

近畿日本鉄道株式会社 

大阪市高速電気軌道株式会社 

南海電気鉄道株式会社 

阪神電気鉄道株式会社 

阪堺電気軌道株式会社 

近畿地方整備局 

市長 

市長 

市長 

市長 

市長 

市長 

市長 

市長 

事務局長 

都市整備部事業管理室長 

都市整備部河川室長 

政策企画部危機管理室長 

台長 

近畿統括本部長 

大阪統括部 施設部長 

交通事業本部 副本部長 

鉄道営業本部 工務部 工務部長 

都市交通事業本部 工務部長 

常務取締役 

大和川河川事務所長 

※平成 28 年 12 月に泉州水防事務組合解散  
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３．大和川の概要 

大和川は、水源を笠置山地に発して初瀬川渓谷を下り、奈良盆地周辺の山地

より南流する佐保川、秋篠川、富雄川、竜田川、北流する寺川、飛鳥川、曽我

川、葛下川等の大小の支川を合わせながら西流する。その後、大阪府と奈良県

の府県境にある亀の瀬狭窄部を経て河内平野に入り、和泉山脈を水源とする左

支川石川、東除川、西除川を合わせ、浅香山の狭窄部を通過し、大阪湾に注ぐ

幹川流路延長 68km 、流域面積 1,070km2 の一級河川である。 

 

下流部の大和川は、柏原地点から北上し淀川と合流していたが、柏原市役所

付近から下流は 1704 年に付け替えられた人工河川で、流路を西向きに付け替え

られたため、大阪平野の高い位置を流れている。 

 

大和川下流部は著しい天井川であり、右岸側の堤防が決壊した場合の氾濫域

は広範囲に拡散する。また、左岸側は貯留型の氾濫形態となり、浸水深が大き

いといった特徴がある。氾濫域には人口・資産が集積し、一度堤防が決壊する

と大都市部が広範囲に浸水し、甚大な社会経済被害を及ぼす等、水害リスクが

極めて大きい。 

 

昭和 57 年（1982 年）には、8 月 2 日に柏原地点において約 2,500m3／sec の

流量を記録した戦後 大となる洪水が発生した。大和川本川では、1日から 3 日

にかけて、藤井付近や支川西除川合

流付近では計画高水位を超えたほか、

奈良県や大阪府内の支川のはん濫や

内水浸水の発生により、21,956 戸の

家屋が浸水する等の被害が生じた。 

 

大和川下流部の治水対策は、河道

掘削・堤防等の整備を実施している。  
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４．現状の取組状況と課題 

平成 27 年 9 月関東・東北豪雨では、多数の孤立者が発生する要因の一つとな

った避難勧告指示等の発令の遅れや住民の自主的避難が十分ではなかったこと、

また土のう積み等の水防活動が十分に出来なかったことは、これまでの水害対

策に課題があることを浮き彫りにした。 

大和川下流部において、戦後 大規模の昭和 57 年台風 10 号の他、各地で頻

発している洪水の教訓及び、参加機関が現在実施している主な減災に係る取組

状況から見えてきた主な課題の概要は以下のとおりである。 

 

【避難】 

避難経路の周知や広域避難に向けた調整、要配慮者利用施設の避難対策等が

十分でないことが挙げられ、広範囲の浸水に対し住民等が主体的に避難行動す

るため取組を充実させる必要がある。 

 

【防ぐ】 

大和川下流部において、戦後 大となる昭和 57 年洪水と同規模洪水を安全

に流すことを目的として、順次堤防整備等を実施しているが、被害拡大を防ぐ

といった観点では、計画堤防断面に満たない区間が存在することや、水防団（消

防団）等との情報伝達の訓練が十分でない等といった水防活動に関わる課題が

挙げられる。これら課題への対応を通じて、住民等の避難時間を一秒でも確保

する取組が必要である。 

 

【回復】 

大規模な洪水氾濫による経済への影響が極めて大きいことから、現状の状態

に早期に回復させるため、氾濫水を円滑かつ迅速に排水するための検討や、大

規模工場等への水害対策等の啓発活動への対応が課題となっている。 

 

以上の課題を踏まえ、大和川下流部の大規模水害に備えて「避難・防ぐ・回

復」に対する具体的取組を実施することにより、「水防災意識社会」の再構築を

目指すものである。 
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参加機関が現在実施している主な減災に係る取組と課題の詳細は、以下のと

おりである。 

 

（１） 情報伝達等に関する事項 

 

現状：○、課題：● 

アルファベット(A,B,C 等)：課題の整理記号 

 

項目 現状(○)と課題(●) 

想定される浸水リスクに 

ついて 

○大和川水系の直轄管理区間において、想定

大規模の降雨による洪水浸水想定区域や

家屋倒壊等氾濫想定区域を大和川河川事務

所のＨＰ等で公表（公表河川：大和川、佐

保川、曽我川）している。 

 

●洪水浸水想定区域や家屋倒壊等氾濫

想定区域に対する住民の理解や、住

民等に対する周知が十分でない。 

 

A 

避難勧告指示等の発令基準に 

ついて 

○避難勧告指示等の発令基準を避難勧告指示

等の判断・伝達マニュアル等に定め、その

内容に基づき発令している。 

 

●避難勧告指示等の発令基準の住民等

に対する周知が十分でない。 

 

B 

●避難が夜間の場合、避難中の災害や

事故等が懸念される。 

●空振りの避難勧告指示等が多発した

場合に信憑性が薄れ、避難率の低下

が懸念される。 

 

 

 

 

C 

凡例 
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項目 現状(○)と課題(●) 

避難場所、避難経路の指定に

ついて 

 

○避難場所の住民等への周知は、防災マップ

やハザードマップに記載し、住民に配布し

ている。 

○一部の自治体は、避難経路を防災マップや

ハザードマップに記載している。 

●ハザードマップは配布されている

が、見られていない家庭もあり、避

難場所の周知が十分でないことが懸

念される。 

●避難場所を指定されている自治体に

おいても、避難経路が指定されてい

ない場合がある。 

D 

広域避難について 

 

○同一府内の他の市町村の区域における一時

的な滞在を考慮した広域避難計画が具体化

しているのは一部の自治体に留まってい

る。 

○ただし、広域避難について近隣市と調整し

ている自治体も多い。 

●避難場所や避難所までのルートが浸

水（外水氾濫水または内水氾濫水に

より）する。 

●一部の自治体では、近隣市との調整

についても実施に至っていない。 

 

E 

住民等への情報伝達の方法に

ついて 

○伝達方法としては、自治会組織（自治会長）

への連絡、エリアメール、WEB、防災行政無

線、広報車の利用及び、ラジオテレビ等報

道機関への協力要請等が実施されている。 

●WEB などにより情報提供を実施して

いるが、住民等に対し切迫感が伝わ

っていない。 

●防災行政無線は、豪雨時の雨音や濁

流の音で聞き取れない恐れがある。 

●防災情報が高齢者に伝わっていな

い。 

F 

参考2-9



8 
 

項目 現状(○)と課題(●) 

避難誘導体制について 

 

 

○市職員、消防団員、警察署、自主防災組織

が連携して、避難誘導を行っている。 

○避難行動要支援者に対しては、地域住民、

自主防災組織等と連携し、避難誘導を行っ

ている。 

●避難者の高齢化に配慮した避難計画

となっていない。 

●夜間などの避難勧告指示等発令時期

のタイミングが難しい。 

●要配慮者利用施設等の避難誘導体制

の整備が必要。 

 

G 

要配慮者利用施設（社会福祉

施設、学校、医療施設等防災

上配慮を要する者が利用する

施設）の避難対策について 

 

○一部の施設所有者・管理者は、避難計画を

作成している。 

 

●避難計画に基づく避難訓練を実施し

ている施設所有者・管理者は少ない。

●円滑かつ迅速な避難を実現するた

め、避難計画を作成していない施設

所有者・管理者へ情報提供し、作成

の拡大が必要。 

 

H 

避難訓練の実施について 

 

○避難場所までの避難訓練を実施している自

治体が多いが、大和川の氾濫被害を対象に

訓練を実施している自治体は少ない。 

 

●ハザードマップをもとに大和川の氾

濫被害を対象とした訓練を継続的に

実施することが必要。 

 

I 

災害教育について 

 

○小中学校や地域を対象に水災害教育を実施

している。 

●住民の防災意識・知識は十分でなく、

水災害教育の取り組みの充実・継続

が必要。 

J 
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項目 現状(○)と課題(●) 

まるごとまちごとハザードマ

ップについて 

○半数の自治体での設置に留まっている。 

●訓練での活用が十分でない。 

●図上だけでなく現地において浸水

深・避難場所等を事前に知らせてお

くことが重要であり、広報活動によ

る周知や、さらなる整備の推進が必

要。 

K 

避難に関する啓発活動に 

ついて 

○広報を実施したり資料を作成し、周知して

いる。 

●水防災意識の伝承が必要。 

●防災に関して関心が低い人に対する

効果的な啓発活動が十分でない。 

 

L 

市庁舎等の災害時における 

対応 

○堤防の決壊等に対し、代替の執務場所を確

保している。 

●大規模氾濫時に市役所等災害基地が

水没すると機能が低下する。 

●一部の災害拠点病院が浸水想定区域

内にある。 

 

M 

大規模工場等への浸水リスク

の説明と水害対策等の啓発活

動について 

 

○一部では浸水リスク等の説明、努力義務に

ついて啓発している自治体もあるが、多く

の自治体で実施に至っていない。 

●地域経済に多大な影響を及ぼす大規

模工場等への水害対策等の啓発活動

が十分でない。 

N 
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（２） 水防に関する事項 

項目 現状(○)と課題(●) 

水防団（消防団）等との情報

共有について 

○ほとんどの自治体は、水防団等との情報共

有をしている。 

●伝達訓練をしている自治体は半数程

度に留まっている。 

●情報伝達の訓練を含む情報提供の継

続性が必要。 

●出動初期体制の混乱や連絡体制の不

備により水防活動が遅れる恐れがあ

る。 

●担当エリアに隣接する地区との重要

水防箇所に関する情報・認識が不十

分。 

 

O 

水防体制 ○半数以上の自治体が水防倉庫だけでなく、

水防倉庫以外にも水防活動に必要な資機材

を備蓄している。 

●資機材の充実が必要。 

●水防資材の点検管理の徹底（資材補

充等の的確性）が必要。 

 

P 

○半数程度の自治体において、水防団等を含

む関係機関が連携した実働水防訓練を実施

している。 

●訓練が定期的に毎年実施されていな

い自治体が多く、継続性の確保も課

題。 

 

Q 

○一部の自治体で団員募集、河川に近接する

企業に協力要請している。 

●水防団（消防団含む）構成員の高齢

化が進んでいる。 

●自主防災組織の組織率が低い。 

 

 

R 
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項目 現状(○)と課題(●) 

河川水位等に係る情報提供に

ついて 

○市のホームページ等に大和川の河川水位等

をリアルタイムで見られるように大和川河

川事務所ＨＰの「リアルタイム観測情報マ

ップ」又は国土交通省ＨＰの「川の防災情

報」とリンクを貼っている。 

●ライブ映像をホームページで提供し

ているが、箇所は限られており、各

市の防災対策や住民の避難行動の判

断に必要な箇所に対して十分でな

い。 

●基準水位観測所の対象区間が広範囲

であるため、優先的に水防活動を実

施すべき箇所の特定・共有が難しい。

S 
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（３） 氾濫水の排水、施設運用等に関する事項 

項目 現状(○)と課題(●) 

氾濫水の排水について 

 

○外水氾濫水を排水するポンプ施設はない。 

○半数程度の自治体が氾濫水を迅速に排水す

るため、排水のための計画が必要と考えて

いる。 

 

●内水排水のポンプ施設はあるが、外

水氾濫水を排水するポンプ施設がな

い。 

●排水計画がなく、円滑な排水実施上

の課題がある。 

●決壊を伴う大規模氾濫時等における

排水機場等の操作に関わる情報が関

係機関に共有されていない。 

●既存内水排水ポンプ施設等の活用の

課題がある。 

●排水路、排水施設等に係る情報が関

係者間で共有されていない。 

T 

 

（４）河川管理施設の整備に関する事項 

項目 現状(○)と課題(●) 

排水施設の耐水化について ○半数程度の自治体が排水ポンプ場等の排水

施設において耐水化（門扉等の水密化など）

を図っている。 

●耐水化されていない施設がある。 

 
U 

堤防等河川管理施設の現状の

整備状況 

○現在の堤防の高さや幅、過去の漏水実績な

どから、河川改修を実施してきている。 

●計画堤防断面に対して、高さや幅が

不足している区間や、浸透・侵食に

対して安全性が確保されていない区

間があり、洪水により氾濫する恐れ

がある。 

●河川改修の完了には時間、費用を要

する。 

V 
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５．減災のための目標 

 

円滑かつ迅速な避難や的確な水防活動の実施、及び円滑かつ迅速
な氾濫水の排水等の対策を実施することで、各参加機関が連携して
令和 2 年度令和 7 年度までに達成すべき減災目標は以下のとおりと
した。 
 

【５年間で達成すべき目標】 

近畿 大の大阪都市圏に拡散する大和川下流部の大

規模水害に対して、「迅速、的確かつ主体的な広域避

難」と、「水害に強い都市への再構築」を目指す。 

 

 

 

 

【目標達成に向けた３本柱】 
上記目標達成に向け、大和川下流部において戦後 大となる昭和

57 年洪水と同規模洪水を安全に流すことを目的として、河川管理者
が実施する堤防整備等の洪水を河川内で安全に流す対策に加え、以
下の項目を３本柱とした取組を実施する。 

１．（避難）広範囲の浸水に対して迅速、的確かつ主

体的な広域避難行動のための取り組み 

２．（防ぐ）一秒でも長い避難時間の確保のための水

防活動実現への取り組み 

３．（回復）氾濫による社会経済被害の軽減、早期回

復を可能とする水害に強い都市の再構築

のための取り組み 
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６．概ね５年で実施する取組 

氾濫が発生することを前提として、社会全体で常にこれに備える「水防災意

識社会」を再構築することを目的に、各参加機関が取り組む主な内容（取組項

目・目標時期・取組機関）は次のとおりである。 

 

 

 

 

１）洪水を河川内で安全に流す対策 

 

主な取組項目 
課題の
整理 
記号 

目標時期 取組機関 

■洪水を河川内で安全に流す対策に関

する事項 

・遠里小野地区の堤防整備 

 

・長吉川辺地区の侵食対策 

 

・太田地区の侵食対策 

 

・国分市場地区の堤防整備 

 

V 

 

 

令和 2 年度 

令和 7 年度 

令和 2 年度 

実施済み 

令和 2 年度 

実施済み 

平成 28 年度 

実施済み 

 

 

近畿地整 

・重要インフラの機能確保 

 
【下水道・国・都道府管理河川】 
○2018 年の緊急点検を踏まえ、近年、浸水実績があり、
病院、市役所など生命や防災上重要な施設の浸水が想
定される地方公共団体及び河川において、近年の主要
降雨等による重要施設の浸水被害を防止軽減するた
め、雨水排水施設の整備や河川改修等の対策を概ね完
了。 
○予備ポンプや移動式ポンプ等を活用した効率的な
内水排除方法を関係機関で連携して検討し、順次実
施。 
【下水道】 
○浸水対策に関する取組の好事例を収集し地方公共
団体へ情報提供するとともに、都道府県が行う講習会
等を通じ、地方公共団体への助言を実施。 
○各下水道管理者において、水害時における BCP の作
成を実施。 
○浸水リスクのある防災拠点や災害拠点病院、上下水
道等の施設について、各施設管理者が実施する浸水被
害の防災軽減策の支援を推進。 

 

令和 2 年度 

令和 7 年度 

大阪市、堺

市、松原市、

柏原市、羽

曳野市、藤

井寺市、東

大阪市 
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２）「1.（避難）広範囲の浸水に対して迅速、的確かつ主体的な広域避難行動の

ための取り組み」 

主な取組項目 
課題の
整理 
記号 

目標時期 取組機関 

■避難勧告指示等の発令に着目したタ

イムラインの作成・更新・活用に関

する事項 

・避難勧告指示等の発令基準の設定 

 

 

 

 

・避難勧告指示等の発令基準の周知 

（HP での公開等） 

B 

 

 

 

引き続き実施 

実施済み。今

後フォローア

ップ 

 

平成 28 年度 

実施済み。今

後フォローア

ップ 

 

 

 

８市 

 

 

 

 

大阪市、堺市、

八尾市、松原

市、柏原市、

羽曳野市、藤

井寺市 

・避難勧告指示等の発令に着目した 

タイムラインの作成・更新 

 

 

・タイムラインの作成・更新支援 C 

引き続き実施 

実施済み。今

後フォローア

ップ 

引き続き実施 

実施済み。今

後フォローア

ップ 

８市 

 

 

 

大阪府、大阪

管区気象台、

近畿地整 

 

 

・タイムラインに基づく訓練の実施 

C 

G 

I 

M 

平成 29 年度 

令和 7年度 

大阪市、堺市、

八尾市、松原

市、柏原市、

羽曳野市、藤

井寺市、大阪

府、大阪管区

気象台、近畿

地整 
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主な取組項目 
課題の
整理 
記号 

目標時期 取組機関 

・多機関連携型タイムラインの拡充 

 
【共通】 
○ゼロメートル地帯を含むエリアにおいて、公共交
通機関も参画したタイムライン策定に向けた検討を
実施。 
○主要な都市部を含むエリアにおいて、ブロック多
機関連携型タイムラインを順次展開。 

 

令和 2年度 

令和 7年度 

８市、大阪府、

大阪管区気象

台、近畿地整、

各鉄道会社 

 

主な取組項目 
課題の
整理 
記号 

目標時期 取組機関 

■ハザードマップの作成・周知等に関

する事項 

・想定 大外力を対象とした洪水浸水

想定区域図の策定・公表 

 

 

・想定 大外力を対象とした氾濫シミ

ュレーションの公表 

A 

 

 

平成 28 年度 

実施済み。今

後フォローア

ップ 

平成 28 年度 

実施済み。今

後フォローア

ップ 

 

 

近畿地整 

 

 

 

近畿地整 

・広域避難に向けた調整及び検討 

 

 
E 

平成 29 年度 

令和 7年度 

 

 

８市 

・広域避難を考慮したハザードマップ

への更新・周知 

 

D 

E 

I 

令和 2年度 

令和 7年度 

大阪市、堺市、

八尾市、松原

市、柏原市、

羽曳野市、藤

井寺市 

・まるごとまちごとハザードマップの

整備・更新・周知（訓練への活用） 

 

 

 

K 

令和 2年度 

令和 7年度 

 

大阪市、堺市、

八尾市、松原

市、柏原市、

羽曳野市、藤

井寺市、近畿

地整 
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主な取組項目 
課題の
整理 
記号 

目標時期 取組機関 

・避難場所並びに避難経路の指定・更

新及び周知 
D 

引き続き実施 

実施済み。今

後フォローア

ップ 

８市 

・応急的な退避場所の確保 

 
【国・都道府管理河川共通】 
○協議会等の場において、応急的な退避場所の必要
性について検討に着手。 
○新たに市町村が退避場所の整備等を行う場合に
は、３ヵ年緊急対策で発生する建設発生土を活用す
るなど、効率的な整備について検討・調整。 
○安全な避難場所への避難が困難な地域や住民が逃
げ遅れた場合の緊急的な避難先を確保する必要のあ
る地域において退避場所の整備。 
○洪水ハザードマップに記載されている民間施設等
を活用した緊急的な避難先の事例を収集し、調整内
容や協定の締結方法等について協議会の場等を通じ
て情報提供。 

 

令和 2年度 

令和 7年度 

堺市、八尾市、

松原市、柏原

市、羽曳野市、

大阪市 

 

・住民一人一人の避難計画・情報マッ

プの作成促進 

 
【国・都道府管理河川、砂防共通】 
○モデル地区を選定し、地域に精通し水害・土砂災
害リスク等に関する豊富な知見を有する専門家によ
る支援方法について検討。 

 

令和 2年度 

令和 7年度 

８市 

・要配慮者利用施設の避難計画作成の

促進および避難訓練の促進支援 
G 

H 

平成 29 年度 

令和 4年度 

８市、大阪府、

大阪管区気象

台、近畿地整、

■防災教育や防災知識の普及に関する

事項 

・小中学校や地域を対象とした水災害

教育の実施 

A F 

B H 

C J 

L 

 

 

引き続き実施 

実施済み。今

後フォローア

ップ 

 

 

 

８市、大阪府、

大阪管区気象

台、近畿地整

 

・水災害意識啓発の広報 

 

 
A H 

B L 

引き続き実施 

実施済み。今

後フォローア

ップ 

 

８市、大阪府、

大阪管区気象

台、近畿地整
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主な取組項目 
課題の
整理 
記号 

目標時期 取組機関 

・共助の仕組みの強化 
【国・都道府管理河川共通】 
○市町村の防災部局だけでなく高齢者福祉部局につ
いても、協議会等への参加や防災部局から当該協議
会等に関する情報提供を受けるなどにより情報共有
を実施。 
○協議会等の場を活用して、避難時の声かけや避難
誘導等の訓練及び出水時における実際の事例の情報
を共有し、より充実した取組を検討・調整。 
○要配慮者利用施設の避難における、地域との連携
事例を引き続き収集するとともに、収集した事例を
分析し、結果をとりまとめて公表。 
○地区防災計画の作成や地域の防災リーダー育成に
関する市町村の取組に対して専門家による支援を実
施。 
【国管理河川】 
○引き続き、地域包括支援センターにハザードマッ
プの掲示や避難訓練のお知らせ等の防災関連のパン
フレット等を設置。協議会毎に地域包括支援センタ
ー・ケアマネージャーと連携した水害からの高齢者
の避難行動の理解促進に向けた取組の実施およびそ
の状況を共有。 
 
 
 
 

 

令和 2年度 

令和 7年度 

８市 

■避難行動のためのリアルタイム情報

発信等に関する事項 

・同報系防災行政無線等の整備 
F 

 

 

引き続き実施 

実施済み。今

後フォローア

ップ 

 

 

８市 

・避難行動の判断に必要な河川水位に

関する情報提供（必要箇所の拡大、

大和川水位情報提供サイトのリンク

貼付等） 

 

S 

引き続き実施 

実施済み。今

後フォローア

ップ 

８市、大和川

右岸水防事務

組合、大阪府、

近畿地整 

・メール情報配信システムの構築、利

用登録促進 

 

 

・スマートフォン等を活用したリアル

タイムの情報提供ならびにプッシュ

型情報発信のための整備 

 

F 

引き続き実施 

実施済み。今

後フォローア

ップ 

引き続き実施 

実施済み。今

後フォローア

ップ 

松原市、羽曳

野市 

 

 

近畿地整 
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主な取組項目 
課題の
整理 
記号 

目標時期 取組機関 

・洪水予報文の改良と運用 

 C 

F 

引き続き実施 

実施済み。今

後フォローア

ップ 

大阪管区気象

台、近畿地整

 

・危険レベルの統一化等による災害情

報の充実と整理 

 
【国・都道府管理河川共通】 
○危険レベル（警戒レベル）の導入に関し、洪水予
報警報及び水位周知の発表形式の見直しを行い、発
表情報の参考となる警戒レベルが分かる発表文にて
運用。 
○関係機関との連携のもと、各種防災情報における
住民自らの行動（避難準備や避難開始）のためのト
リガーとなる情報を明確化し、これらのトリガー情
報について適切なタイミングで緊急速報メールを配
信するための仕組みを構築。 
○水害・土砂災害に関する緊急速報メールについて、
緊急性とその内容が的確に伝わるよう、配信文例を
作成し関係者間で共有し、自治体にも周知。 
○2018 年の緊急点検を踏まえ、これまで別々に管理
されてきた水害・土砂災害に関する情報を統合表示
するシステムによる情報提供を開始。 
【砂防】 
○危険レベル（警戒レベル）を踏まえた土砂災害警
戒情報を発表できるよう、参考となる発表文を見直
し、運用。 
 

 

令和 2年度 

実施済み。今

後フォローア

ップ 

大阪管区気象

台、近畿地整

・洪水予測や河川水位の状況に関する

解説 

 
【国管理河川】 
○状況の切迫性が効果的に伝わる解説となるよう、
解説を行う際の体制や、解説のタイミングとその内
容等について整理。 
○出水時に、国土交通省職員等普段現場で災害対応
に当たっている専門家がリアルタイムの状況をテレ
ビやラジオ等のメディアで解説し、状況の切迫性を
直接住民に周知。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

令和 2年度 

実施済み。今

後フォローア

ップ 

近畿地整 
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主な取組項目 
課題の
整理 
記号 

目標時期 取組機関 

・土砂災害警戒情報を補足する情報の

提供 

 
【砂防】 
○スネークライン※の公表等の土砂災害警戒情報を
補足する情報に関する先進的な取組事例を協議会等
の場を通じて都道府県に共有。 
○既存システムの改修に合わせて、順次スネークラ
インの公表等を実施。 
 
※スネークライン図は、縦軸を短期の降雨を表す指
標の「６０分間雨量」、横軸を長期の降雨を表す指標
の「累加雨量指数」として、土砂災害発生の危険度
を雨の降り始めから現在、そして３時間後の予測ま
での折れ線グラフで表したものです。この折れ線は、
その変化の様子が蛇の動きに似ていることから「ス
ネークライン」と呼ばれています。 

 

令和 2年度 

令和 7年度 

堺市、八尾市、

柏原市、羽曳

野市、大阪府、

東大阪市 

・簡易水位計、量水標、CCTV カメラの

設置 
S 

引き続き実施 

実施済み。今

後フォローア

ップ 

大和川右岸水

防事務組合、

近畿地整 
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３）「２.（防ぐ）一秒でも長い避難時間の確保のための水防活動実現への 

取り組み」 

主な取組項目 

課題の

整理 

記号 

目標時期 取組機関 

■水防活動の強化に関する事項 

・水防団(消防団含む)との情報伝達

訓練の実施 

 

 

 

 

O 

P 

Q 

 

引き続き実施 

実施済み。今

後フォローア

ップ 

 

８市、大和川

右岸水防事務

組合、大阪府、

大阪管区気象

台、近畿地整 

・水防団員や消防団員・水防協力団

体の募集・指定を促進 

 

R 

引き続き実施 

実施済み。今

後フォローア

ップ 

 

大阪市、八尾

市、松原市、

柏原市、羽曳

野市、藤井寺

市、東大阪市、

大和川右岸水

防事務組合 

・関係機関が連携した実働水防訓練

の実施（水防資材の点検管理含

む） 

O 

P 

Q 

引き続き実施 

実施済み。今

後フォローア

ップ 

協議会全体 

・浸水時においても災害対応を継続

するための庁舎等施設の整備（自

家発電装置等の耐水化など） 

M 

引き続き実施 

令和 7 年度 

大阪市、八尾

市、柏原市、

羽曳野市、藤

井寺市、東大

阪市、大阪府、

近畿地整、大

和川右岸水防

事務組合 
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主な取組項目 

課題の

整理 

記号 

目標時期 取組機関 

■水防活動支援のための情報公開、

情報共有に関する事項 

・重要水防箇所の情報共有と関係市

等との共同点検の実施 

 

 

 
O 

 

 

引き続き実施 

実施済み。今

後フォローア

ップ 

 

 

 

大阪市、堺市、

八尾市、松原

市、柏原市、

羽曳野市、藤

井寺市、大和

川右岸水防事

務組合、大阪

府、大阪管区

気象台、近畿

地整 

■防災気象情報の改善に関する 

事項 

・メッシュ情報の充実（さまざまな

地理情報との重ね合わせ 等）・

利活用の促進 

 

・警報等における危険度を色分け表

示（分かりやすい表示） 

F 

 

 

平成 29 年度 

実施済み。今

後フォローア

ップ 

平成 29 年度 

実施済み。今

後フォローア

ップ 

 

 

大阪管区気象

台 

 

 

大阪管区気象

台 

 

■危機管理型ハード対策に関する 

事項 

・堤防天端の保護 

 

 

 

・裏法尻の補強 

V 

 

 

令和 2 年度 

実施済み。今

後フォローア

ップ 

令和 2 年度 

令和 7 年度 

 

 

 

近畿地整 

 

参考2-24



23 
 

４）「３.（回復）氾濫による社会経済被害の軽減、早期回復を可能とする水害

に強い都市の再構築のための取り組み 

主な取組項目 
課題の
整理 
記号 

目標時期 取組機関 

■排水活動及び施設運用の強化に関

する取組事項 

・大規模水害を想定した既存排水施設

等の活用方法及び排水ポンプ車の

設置箇所等、排水に関する検討 T 

U 

 

 

平成 29 年度

から実施 

令和 7年度 

 

 

 

８市、大阪

府、近畿地

整、大阪市、

堺市、八尾

市、松原市、

柏原市、羽曳

野市、藤井寺

市 

・排水に関する訓練の実施 

T 

平成 30 年度

から実施 

令和 7年度 

大阪市、堺

市、松原市、

柏原市、羽曳

野市、藤井寺

市、大阪府、

近畿地整、八

尾市 

 

・排水設備の耐水性の強化 

 
【下水道・国管理河川】 
○浸水による機能停止リスクが高い箇所におい
て、リスク低減策の検討や復旧資材の確保に着手。
○2018 年の緊急点検を踏まえ、浸水による機能停
止リスクが高い下水道施設、河川の排水機場につ
いて、排水機能停止リスク低減策を概ね完了。 

U 

令和 2年度 

令和 7年度 

大阪市、堺

市、松原市、

柏原市、羽曳

野市、藤井寺

市、東大阪市 

・大規模工場等への浸水リスクの説明

と水害対策等の啓発活動 N 

平成 29 年度 

令和 7年度 

堺市、八尾

市、東大阪市 

 

 

 

また、鉄道事業者の構成員は、減災に係る取組を実施していく。 

  

参考2-25



24 
 

７．フォローアップ 

各機関の取組については、必要に応じて、防災業務計画や地域防災計画等に

反映することなどによって責任を明確にし、組織的、計画的、継続的に取り組

むこととする。 

 

原則、本協議会を毎年出水期前に開催し、取組の進捗状況を確認し、必要に

応じて取組方針を見直すこととする。また、実施した取組についても訓練等を

通じて習熟、改善を図る等、継続的なフォローアップを行うこととする。 

 

なお、本協議会は今後、全国で作成される他の取組方針の内容や技術開発の

動向等を収集した上で、随時、取組方針を見直すこととする。 

 

 

 

 

（附則） 

本取組方針は、平成 28 年 8 月 25 日に策定 

令和 2 年７月 30 日  平成 31 年 1 月 29 日付「緊急行動計画の改定」の反映

に伴う改定 
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協議会進捗状況の見える化 

 

 

令和 3年 3月 現在 
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概ね５年で実施する取組 

氾濫が発生することを前提として、社会全体で常にこれに備える「水防災意

識社会」を再構築することを目的に、各参加機関が取り組む主な内容（取組項

目・目標時期・取組機関）は次のとおりである。 

 

１）洪水を河川内で安全に流す対策 

 

主な取組項目 
課題の 
整理 
記号 

目標時期 
取組機

関 

協議会

立ち上

げ当初 

(H28.8) 

担当者

会議 

(R2.2) 

会議後

のアン

ケート

結果反

映 

(R2.3) 

■洪水を河川内で安全に流

す対策に関する事項 

・遠里小野地区の堤防整備 

 

・長吉川辺地区の侵食対策 

・太田地区の侵食対策 

・国分市場地区の堤防整備 

 

V 

 

 

令和 3 年度以

降 

令和 2 年度 

令和 2 年度 

平成 28 年度

 

 

 

近畿地

整 

 

 

0/1 

 

0/1 

0/1 

0/1 

 

 

0/1 

 

0/1 

0/1 

1/1 

 

 

0/1 

 

0/1 

0/1 

1/1 

※1/1 の取組については、鋭意事業進捗中 

 

 

８ 市：大阪市、堺市、八尾市、松原市、柏原市、羽曳野市、藤井寺市、東大

阪市を示す 
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２）「1.（避難）広範囲の浸水に対して迅速、的確かつ主体的な広域避難行動の

ための取り組み」 

 

主な取組項目 

課題の

整理 

記号 

目標時

期 
取組機関 

協議会

立ち上

げ当初

(H28.8) 

担当者

会議 

(R2.2) 

会議後

のアン

ケート

結果反

映 

(R2.3) 

■避難勧告等の発

令に着目したタ

イムラインの作

成・更新・活用に

関する事項 

・避難勧告等の発令

基準の設定 

 

・避難勧告等の発令

基準の周知 

（HP での公開等） 

 

B 

 

 

 

 

 

引き続

き実施 

 

平成 28

年度 

 

 

 

 

 

８市 

 

 

大阪市、堺市、

八尾市、松原

市、柏原市、

羽曳野市、藤

井寺市 

 

 

 

 

 

 

8/8 

 

 

7/7 

 

 

 

 

 

8/8 

 

 

7/7 

 

 

 

 

 

8/8 

 

 

7/7 

・避難勧告等の発令

に着目したタイム

ラインの作成・更新

 

・タイムラインの作

成・更新支援 

C 

引き続

き実施 

 

 

引き続

き実施 

８市 

 

 

 

大阪府、大阪

管区気象台、

近畿地整 

 

8/8 

 

 

 

3/3 

8/8 

 

 

 

3/3 

8/8 

 

 

 

3/3 
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主な取組項目 

課題の

整理 

記号 

目標時

期 
取組機関 

協議会

立ち上

げ当初

(H28.8) 

担当者

会議 

(R2.2) 

会議後

のアン

ケート

結果反

映 

(R2.3) 

・タイムラインに基

づく訓練の実施 

C 

G 

I 

M 

平成 29

年度 

大阪市、堺市、

八尾市、松原

市、柏原市、

羽曳野市、藤

井寺市、大阪

府、大阪管区

気象台、近畿

地整 

 

0/10 10/10 10/10 

■ハザードマップ

の作成・周知等に

関する事項 

・想定 大外力を対

象とした浸水想

定 区 域 図 の 策

定・公表（5/31

公表） 

 

・想定 大外力を対

象とした氾濫シ

ミュレーション

の公表 

 

A 

 

 

 

平成 28

年度 

 

 

 

 

平成 28

年度 

 

 

 

 

近畿地整 

 

 

 

 

 

近畿地整 

 

 

 

1/1 

 

 

 

 

 

0/1 

 

 

 

1/1 

 

 

 

 

 

1/1 

 

 

 

1/1 

 

 

 

 

 

1/1 

・広域避難に向けた

調整及び検討 

 

 

 

E 

平成 29

年度 

 

 

大阪市、堺市、

八尾市、松原

市、柏原市、

羽曳野市、藤

井寺市、東大

阪市 

 

6/7 

（勉強会

を実施）

0/8 

（具体の

検討が未

実施） 

1/8 
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主な取組項目 

課題の

整理 

記号 

目標時

期 
取組機関 

協議会

立ち上

げ当初

(H28.8) 

担当者

会議 

(R2.2) 

会議後

のアン

ケート

結果反

映 

(R2.3) 

・広域避難を考慮し

たハザードマッ

プへの更新・周知

 

D 

E 

I 

令和 2

年度 

大阪市、堺市、

八尾市、松原

市、柏原市、

羽曳野市、藤

井寺市 

0/7 0/7 0/7 

・まるごとまちごと

ハザードマップ

の整備・更新・周

知（訓練への活

用） 

 

 

 

K 

令和 2

年度 

 

大阪市、堺市、

八尾市、松原

市、柏原市、

羽曳野市、藤

井寺市、近畿

地整 

5/7 6/8 6/8 

・避難場所並びに避

難経路の指定・更

新及び周知 

 

 

 

D 

引き続

き実施 

８市 8/8 8/8 8/8 

・要配慮者利用施設

の避難計画作成

の促進および避

難訓練の促進支

援 

G 

H 

平成 29

年度 

８市、大阪府、

大阪管区気象

台、近畿地整、

 

 

4/9 3/11 

（全施設

での計画

作成・避

難訓練は

途上） 

3/11 

■防災教育や防災

知識の普及に関

する事項 

・小中学校や地域を

対象とした水災

害教育の実施 

A F 

B H 

C J 

L 

 

 

 

引き続

き実施 

 

 

 

 

８市、大阪府、

大阪管区気象

台、近畿地整

 

 

 

11/11 

 

 

 

11/11 

 

 

 

11/11 
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主な取組項目 

課題の

整理 

記号 

目標時

期 
取組機関 

協議会

立ち上

げ当初

(H28.8) 

担当者

会議 

(R2.2) 

会議後

のアン

ケート

結果反

映 

(R2.3) 

・水災害意識啓発の

広報 

 

 

 

A H 

B L 

引き続

き実施 

 

８市、大阪府、

大阪管区気象

台、近畿地整

11/11 11/11 11/11 

■避難行動のため

のリアルタイム

情報発信等に関

する事項 

・同報系防災行政無

線等の整備 

F 

 

 

 

 

引き続

き実施 

 

 

 

 

８市 

 

 

 

 

8/8 

 

 

 

 

8/8 

 

 

 

 

8/8 

・避難行動の判断に

必要な河川水位

に関する情報提

供（必要箇所の拡

大、大和川水位情

報提供サイトの

リンク貼付等） 

 

S 

引き続

き実施 

８市、大和川

右岸水防事務

組合、大阪府、

近畿地整 

11/11 11/11 11/11 
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主な取組項目 

課題の

整理 

記号 

目標時

期 
取組機関 

協議会

立ち上

げ当初

(H28.8) 

担当者

会議 

(R2.2) 

会議後

のアン

ケート

結果反

映 

(R2.3) 

・メール情報配信シ

ステムの構築、利

用登録促進 

 

 

・スマートフォン等

を活用したリア

ルタイムの情報

提供ならびにプ

ッシュ型情報発

信のための整備 

F 

引き続

き実施 

 

 

 

引き続

き実施 

 

 

松原市、羽曳

野市 

 

 

近畿地整 

 

 

 

8/8 

 

 

 

 

0/1 

1/2 

（大阪府

のシステ

ム活用）

 

1/1 

2/2 

 

 

 

 

1/1 

・洪水予報文の改良

と運用 

 

C 

F 

引き続

き実施 

大阪管区気象

台、近畿地整

 

2/2 2/2 2/2 

・簡易水位計、量水

標、CCTV カメラの

設置 

 

S 

引き続

き実施 

近畿地整、大

和川右岸水防

事務組合 

1/1 2/2 

 

2/2 
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３）「２.（防ぐ）一秒でも長い避難時間の確保のための水防活動実現への 

取り組み」 

主な取組項目 
課題の 
整理 
記号 

目標時

期 
取組機関 

協議会

立ち上

げ当初 

(H28.8) 

担当者

会議 

(R2.2) 

会議後

のアン

ケート

結果反

映 

(R2.3) 

■水防活動の強化

に関する事項 

・水防団(消防団含

む)との情報伝

達訓練の実施 

 

 

 

 

O 

P 

Q 

 

 

引き続

き実施

 

 

８市、大和川

右岸水防事務

組合、大阪府、

大阪管区気象

台、近畿地整 

 

 

 

10/10 

 

 

10/10 

 

 

11/12 

 

・水防団員や消防

団員・水防協力

団体の募集・指

定を促進 

 R 

引き続

き実施

 

大阪市、八尾

市、松原市、

羽曳野市、柏

原市、藤井寺

市、東大阪市、

大和川右岸水

防事務組合 

 

 

6/6 6/6 8/8 

 

・関係機関が連携

した実働水防訓

練の実施（水防

資材の点検管理

含む） 

 

 

 

 

O 

P 

Q 

引き続

き実施

協議会全体 12/12 12/12 12/12 
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主な取組項目 
課題の 
整理 
記号 

目標時

期 
取組機関 

協議会

立ち上

げ当初 

(H28.8) 

担当者

会議 

(R2.2) 

会議後

のアン

ケート

結果反

映 

(R2.3) 

・浸水時において

も災害対応を継

続するための庁

舎等施設の整備

（自家発電装置

等 の 耐 水 化 な

ど） 

M 

引き続

き実施

大阪市、八尾

市、柏原市、

羽曳野市、藤

井寺市、東大

阪市、大阪府、

近畿地整、大

和川右岸水防

事務組合 

4/4 6/8 

（対象施

設、耐水

化状況の

更新） 

7/9 

 

■水防活動支援の

た め の 情 報 公

開、情報共有に

関する事項 

・重要水防箇所の

情報共有と関係

市等との共同点

検の実施 

 

 

 

 
O 

 

 

 

 

引き続

き実施

 

 

 

 

 

大阪市、堺市、

八尾市、松原

市、柏原市、

羽曳野市、藤

井寺市、大和

川右岸水防事

務組合、大阪

府、大阪管区

気象台、近畿

地整 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9/10 

 

 

 

 

11/11 

 

 

 

 

 

11/11 
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主な取組項目 
課題の 
整理 
記号 

目標時

期 
取組機関 

協議会

立ち上

げ当初 

(H28.8) 

担当者

会議 

(R2.2) 

会議後

のアン

ケート

結果反

映 

(R2.3) 

■防災気象情報の

改善に関する事

項 

・メッシュ情報の

充実(さまざま

な地理情報との

重 ね 合 わ せ

等)・利活用の促

進 

・警報等における

危険度を色分け

表示（分かりや

すい表示） 

F 

 

 

 

平成 29

年度 

 

 

 

 

平成 29

年度 

 

 

 

大阪管区気象

台 

 

 

 

 

大阪管区気象

台 

 

 

 

 

0/1 

 

 

 

 

 

0/1 

 

 

 

1/1 

 

 

 

 

 

1/1 

 

 

 

1/1 

 

 

 

 

 

1/1 

■危機管理型ハー

ド対策に関する

事項 

・堤防天端の保護 

 

 

 

 

 

・裏法尻の補強 

V 

 

 

 

令和 2

年度 

 

 

 

 

令和 2

年度 

 

 

 

 

近畿地整 

 

 

 

 

 

近畿地整 

 

 

 

1/1 

 

 

 

 

 

0/1 

 

 

 

1/1 

 

 

 

 

 

0/1 

 

 

 

1/1 

 

 

 

 

 

0/1 
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４）「３.（回復）氾濫による社会経済被害の軽減、早期回復を可能とする水害に強

い都市の再構築のための取り組み 

主な取組項目 
課題の 
整理 
記号 

目標時

期 
取組機関 

協議会

立ち上

げ当初 

(H28.8) 

担当者

会議 

(R2.2) 

会議後

のアン

ケート

結果反

映 

(R2.3) 

■排水活動及び施

設運用の強化に

関する取組事項 

・大規模水害を想

定した既存排水

施設等の活用方

法及び排水ポン

プ車の設置箇所

等、排水に関す

る検討 

T 

U 

 

 

 

平成 29

年度か

ら実施

 

 

 

 

大阪市、堺市、

八尾市、松原

市、柏原市、

羽曳野市、藤

井寺市、東大

阪市、大阪府、

近畿地整 

 

 

 

0/9 

 

 

 

2/10 

 

 

 

 

3/10 

 

・排水に関する訓

練の実施 

T 

平成 30

年度か

ら実施

大阪市、堺市、

松原市、柏原

市、羽曳野市、

藤井寺市、大

阪府、近畿地

整 

0/9 1/9 

 

0/8 

 

・大規模工場等への

浸水リスクの説

明と水害対策等

の啓発活動 

N 

平成 29

年度 

堺市、八尾市、

東大阪市 

2/6 2/3 

（対象施

設の有無

確認によ

る更新） 

1/3 
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参考資料３．

「水防災意識社会再構築ビジョン」に基づく
取組方針（案）の目標更新に関する情報共有



Ｃ市

Ｅ町 Ｆ村

Ｄ町

大規模氾濫減災協議会

等

• 進捗の目標を確認
• 進捗の現状を確認
• 促進施策を共有
• 市町村が直面する課

題の共有、必要に応
じて相互に助言

河川管理者 気象台

「大規模氾濫減災協議会」の運用について（平成29年6月19日）【抜粋】
７．協議会での取組事項

（１）①－１カ 要配慮者利用施設等における避難確保計画の作成・訓練に対する支援
・洪水浸水想定区域内における要配慮者利用施設及び地下街等の立地状況を確認す

るとともに、市町村地域防災計画に定められた要配慮者利用施設の避難確保計画及
び地下街等の避難確保浸水防止計画の作成状況、訓練の実施状況を確認する。

・避難確保計画の作成状況や訓練の実施状況を踏まえ、それぞれの取組を促すための
支援策について検討調整する。また、施設職員だけで対応することが難しい場合の地域
の支援体制について検討・調整する。

○ 2021年度までに要配慮者利用施設の避難確保計画作成及び訓練実施を完了するための取組を加速（平成29年6
月19日施行 水防法）

○ 先進事例の共有を図り、各市町村の2021年度までの進捗目標、進捗の現状及び促進施策を共有することが重要

図 進捗状況及び促進施策の報告様式

先進事例の共有

各年度の達成目標
目標達成のための取組

を共有

Ａ市 Ｂ市

【情報提供】 要配慮者利用施設の避難計画作成の促進及び避難訓練の促進支援
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【情報提供】 まるごとまちごとハザードマップの整備・更新・周知（訓練への活用）

○ まるごとまちごとハザードマップとは、自らが生活する地域の水害の危険性が実感できるよう、居住地域をまるご
とハザードマップと見立て、生活空間である“まちなか”に水防災に関わる情報を標示する取組

出典：まるごとまちごとハザードマップのすすめ
https://www.mlit.go.jp/river/bousai/main/marumachi/pdf/marumachi_hazardmap.pdf
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【情報提供】 まるごとまちごとハザードマップの整備・更新・周知（訓練への活用）

設置イメージ

設置標識
羽曳野市

藤井寺市

柏原市

藤井寺市役所

松原市

藤井寺ＩＣ

藤井寺駅

藤井寺市立市民
総合体育館

市野山古墳

八尾市

仲津山古墳

岡ミサンザイ古墳

津堂城山古墳

津堂会館
まるごとまちごとハザードマップ設置箇所
浸水深４．３ｍ（石川）

津堂会館の浸水深
４．３ｍ（石川）

標識設置位置図

津堂会館への設置イメージ

浸水高さ表示板 説明内容表示板

○ 本年度、藤井寺市を対象に38か所（19地区）でまるごとまちごとハザードマップの標識を設置予定
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木津川市での設置事例

電柱ラッピングによる浸水深の表示

【情報提供】 まるごとまちごとハザードマップの整備・更新・周知（訓練への活用）
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電柱ラッピングによる浸水深の表示

【情報提供】 まるごとまちごとハザードマップの整備・更新・周知（訓練への活用）
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【情報提供】 多機関連携型タイムラインの拡充

○ 大和川減災対策協議会では、前回の協議会において、新たに鉄道機関が参画することとなった。
○ 他機関の実施している多機関連携型タイムラインの状況も踏まえて、本年度に検討予定
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参考資料４．

特定都市河川浸水被害対策法等の
一部を改正する法律について



Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

国 土 交 通 省
水管理・国土保全局
都 市 局

「特定都市河川浸水被害対策法等の一部を改正する法律

（令和3年法律第31号）」について
【公布：R３.5.10 / 施行：公布から３ヶ月又は６ヶ月以内】

～流域治水関連法～
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森林整備・治⼭対策

⽔⽥貯留 ため池等
の活用

⾬⽔貯留施設
の整備バックウォータ―対策

排⽔機場の整備 リスクが低い
地域への移転

学校施設の
浸⽔対策

海岸保全施設の整備

⾬⽔貯留・排⽔
施設の整備

堤防整備・強化

遊⽔地整備

河道掘削

治⽔ダムの
建設・再生

利⽔ダム
の活用

集水域

河川区域

氾濫域

砂防関係施設
の整備

リスクの高い地域

ハザードマップ作成

浸水被害防止区域

防災集団移転事業

貯留機能保全区域

地区計画
避難拠点の整備

下水道整備

国管理河川で戦後最大規模洪⽔に、都市機能集積地区等で既往最大降⾬による内水被害に対応
将来の気候変動（降雨量の増大等）を見込んだ治水計画の見直し

１

〇 今既に激甚化している水災害に対応するため、国・都道府県・市町村が早急に実施すべきハード・
ソフト一体となった対策の全体像を明らかにする「流域治⽔プロジェクト」を速やかに実施

（令和２年度内に全１級109水系で策定済）

法改正の背景・必要性

流域治⽔のイメージ

将来の気候変動を⾒込んだ更なる対応

気候変動の影響
速やかに対応

○ 現⾏計画よりも増⼤する降⾬等（外⼒）に対応するため、河川対策の充実をはじめ、上流・下流や
本川・⽀川の流域全体を俯瞰した、関係者による流域治⽔を更に拡充

法的枠組「流域治⽔関連法」の整備が必要

参考4-2



２

流域治水関連法の概要

◆ 流域水害対策計画を活用する河川の拡大

－ 市街化の進展により河川整備で被害防止が困難な河川に加え、

自然的条件により困難な河川を対象に追加（全国の河川に拡大）

◆ 流域水害対策に係る協議会の創設と計画の充実

－ 国、都道府県、市町村等の関係者が一堂に会し、官民による雨水

貯留浸透対策の強化、浸水エリアの土地利用等を協議

－ 協議結果を流域水害対策計画に位置付け、確実に実施

【目標・効果】 気候変動による降雨量の増加に対応した流域治水の実現

(KPI) 〇浸水想定区域を設定する河川数：2,092河川（2020年度）⇒約17,000河川（2025年度）

１．流域治⽔の計画・体制の強化 【特定都市河川法】

２．氾濫をできるだけ防ぐための対策【河川法、下⽔道法、特定都市河川法、都市計画法、
都市緑地法】

◆ 河川・下水道における対策の強化

－ 利水ダム等の事前放流に係る協議会（河川管理者、電力会社等の利水者
等が参画）制度の創設

－ 下水道で浸水被害を防ぐべき目標降雨を計画に位置付け、整備を加速

－ 下水道の樋門等の操作ルールの策定を義務付け、河川等から市街地へ

の逆流等を確実に防止

◆ 流域における雨水貯留対策の強化

－ 貯留機能保全区域を創設し、沿川の保水・遊水機能を有する土地を確保

－ 都市部の緑地を保全し、貯留浸透機能を有するグリーンインフラとして活用

－ 認定制度、補助、税制特例により、自治体・民間の雨水貯留浸透施設の

整備を支援

３．被害対象を減少させるための対策
【特定都市河川法、都市計画法、防災集団移転特別措置法、建築基準法】

◆ 水防災に対応したまちづくりとの連携、住まい方の工夫

－ 浸水被害防止区域を創設し、住宅や要配慮者施設等の安全性を事前

確認（許可制）

－ 防災集団移転促進事業のエリア要件の拡充等により、危険エリアから

の移転を促進

－ 災害時の避難先となる拠点の整備や地区単位の浸水対策により、市街

地の安全性を強化

－ 洪水等に対応したハザードマップの作成を中小河川等
まで拡大し、リスク情報空白域を解消

－ 要配慮者利用施設に係る避難計画・訓練に対する市町
村の助言・勧告によって、避難の実効性確保

－ 国土交通大臣による権限代行の対象を拡大し、災害で
堆積した土砂の撤去、準用河川を追加

◎ 堤防整備等のハード対策を更に推進（予算）

４．被害の軽減、早期復旧・復興のための対策
【⽔防法、土砂災害防止法、河川法】

流域治水の実効性を高め、強力に推進するため、 「流域治水関連法」では、４本の柱により、以下の
９法律を一体的に改正
①特定都市河川浸水被害対策法、②河川法、③下水道法、④水防法、⑤土砂災害警戒区域等における土砂災害防止
対策の推進に関する法律、⑥都市計画法、⑦防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関す
る法律、⑧都市緑地法、⑨建築基準法
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１.「特定都市河川浸水被害対策法」の一部改正

① 特定都市河川の指定要件の見直し
② 流域水害対策計画の充実、協議会制度の創設
③ 地方公共団体や民間事業者による雨水貯留浸透施設の整備促進
④ 貯留機能保全区域制度の創設
⑤ 浸水被害防止区域制度の創設

６ヶ月以内施行
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特定都市河川の指定要件の見直し

【改正概要】
特定都市河川の指定要件に、「接続する河川の状況」又は「河川の周辺の地形等の自然的条件の特殊性」により

河道等の整備による浸水被害の防止が困難な河川を追加

〇 気候変動の影響による降雨量の増加により、現行の特定都市河川の指定要件（※）である「市街化の進展」
以外の自然的条件等の理由により浸水被害防止が困難な河川において、従来想定していなかった規模での
水災が頻発。

〇 これらの河川についても特定都市河川法の指定対象とし、流域一体となった浸水被害対策を講ずる必要。

4

（※） 現行の特定都市河川の指定要件 ＝河道整備等による浸水被害の防止が市街化の進展により困難な河川

【特定都市河川法①】 ６ヶ月以内施行

接続する河川の水位が高い際
支川からの排水困難

②接続する河川の状況 ③周辺地形その他の
自然的条件

狭隘部により流下
困難

その他地質、自然
条件等

①市街化の進展

市街化区域等の人口・
資産が集積した区域を流下

指定候補河川のイメージ（①から③のいずれか）
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（参考）特定都市河川の指定状況

○ 令和３年５月末現在、政令指定都市をはじめとする大都市部を貫流する８水系６４河川の指定されている。

○ 市街化の進展により河川整備のみでは浸水被害の防止が困難なことから、河川整備、下水道整備に加え、流
域における雨水貯留浸透施設の整備などの流出抑制対策を一体的に推進する河川として、特定都市河川浸水
被害対策法に基づき特定都市河川を指定

＜特定都市河川の一覧＞

5

近畿圏

中部圏

首都圏

白地図（国土地理院）
を加工して作成

参考4-6



流域⽔害対策計画の拡充、協議会制度の創設

気候変動による降雨量の増加を勘案し、特定都市河川流域における関係者一体となった水害対策を一層
促進するため、「流域水害対策計画」の内容を見直し、流域の事業者や住民に密接に関連する事項を位置付け
るとともに、計画の効果的な実施・運用体制の構築が必要。

【改正概要】
〇 「流域水害対策計画」に雨水貯留浸透対策の強化（公共団体・民間による対策や緑地保全等）、浸水エリアと

その土地利用等を新たに位置付け

〇 見直し後の「流域水害対策計画」の効果的な実施・運用に当たり、流域関係者が参画する「流域水害対策協
議会」制度を創設

【流域水害対策協議会のイメージ】
国土交通大臣指定河川：設置必須
都道府県知事指定河川：設置任意

市町村長

河川管理者

下水道管理者

都道府県
知事

接続河川の
河川管理者

学識経験者

民間事業者等
※計画策定主体が必要と認める場合

：流域水害対策計画策定主体

（協議事項の例）

・流域水害対策計画の作成に関する協議

・計画の実施に係る連絡調整

（協議会設置）

構成員は協議結果を尊重

（構成員）
・流域水害対策計画策定主体

・接続河川の河川管理者
・学識経験者その他の計画策定主体が必要と
認める者

6

【特定都市河川法②】 ６ヶ月以内施行

住民（地域の防災
リーダー等）

※計画策定主体が必要と認める場合

※計画策定主体が必要と認める場合
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地⽅公共団体や⺠間事業者による⾬⽔貯留浸透施設の整備促進
 ①地⽅公共団体への法定補助制度創設、②⺠間事業者等による計画認定制度創設 

7

【特定都市河川法③】
６ヶ月以内施行

【改正概要】
① 地方公共団体に対する法定補助制度や国有財産の活用制度創設

流域水害対策計画に基づく雨水貯留浸透施設を設置する地方公共団体（河川管理者及び下水道管理者を
除く）に対し、法定補助制度を創設。また、普通財産である国有地の無償貸付又は譲与を措置

② 民間事業者等による雨水貯留浸透施設整備に係る認定制度創設
民間事業者が行う一定規模以上の容量や適切な管理方法等の条件を満たした雨水貯留浸透施設整備に

係る計画認定制度を創設。認定事業者への施設設置費用に係る法定補助、地方公共団体による管理協定
制度等を措置

気候変動による降雨量の増加を勘案し、特定都市河川流域において、地方公共団体や民間事業者等の流域
関係者が一体となって、追加的な雨水浸透や貯留に係る取組を一層促進する必要。

【①地方公共団体に対する法定補助制度等の概要】

【校庭を活用した貯留施設】

認定申請

認定

都
道
府
県
知
事
等

民
間
事
業
者
等

（計画への記載事項）
・雨水貯留浸透施設の位置、規模、構造・設備
・雨水貯留浸透施設の管理方法・期間
・雨水貯留浸透施設の設置に係る資金計画 等

（認定の効果）
・国又は地方公共団体による費用補助
・管理協定締結に基づく地方公共団体による施設管理 等

【主体】 地方公共団体（河川管理者及び下水道管理者を除く）

【対象事業】流域水害対策計画に基づく雨水貯留浸透施設
の設置に係る事業

【補助率】 1/2 ※補助率は政令で規定予定

【その他】 国有地の無償貸付または譲与

【②民間事業者等による雨水貯留浸透施設整備に係る
計画認定制度の概要】

【防災調整池】【平常時】 【出水時】
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河川管理者・下水道管理者のみならず、流域の関係者による流域対策を推進するため、関係者が参画する
協議会制度を創設するとともに、雨水貯留浸透施設整備に係る予算・税制に係る支援制度を拡充する必要

関係者（河川管理者、下水道管理者、地方公共団体、流域関係者
等）による流域水害対策を計画的かつ整合的に推進するため、新
たに流域水害対策協議会を設置

河川管理者・下水道管理者
による雨水貯留浸透施設整備

左記以外の地方公共団体
による雨水貯留浸透施設整備

民間事業者等
による雨水貯留浸透施設整備

［補助率等］

現行

新たな制度
（令和３年度～）

１／２ （防災・安全交付金）等

河川管理者：
※特定都市河川浸水被害対策法に基
づく施設のみを河川法の特例として整備

１／３ （防災・安全交付金）

１／２
特定都市河川法に基づく流域水害対策
計画に位置付ける雨水貯留浸透施設

１／３
（下水道区域における間接補助。但し、地
方公共団体が助成する額の１／２） 等

１／３
（下水道区域外も対象にした 間接補助。但し、
地方公共団体が助成する額の１／２）

１／２
特定都市河川法に基づく認定計画に位
置付ける雨水貯留浸透施設

支援制度の拡充（雨水貯留浸透施設の整備）

実施体制の構築（流域水害対策協議会制度の創設）

雨水貯留浸透施設の例（防災調整池）

【平常時】 【出水時】

8

地方公共団体への補助 認定事業者への補助

固定資産税の減免

認定計画に位置付ける雨水貯留浸透
施設に係る固定資産税の課税特例

：法定補助対象

(参考) 地⽅公共団体や認定事業者による⾬⽔貯留浸透施設整備への⽀援制度
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9

貯留機能保全区域制度の創設【特定都市河川法④】 ６ヶ月以内施行

盛土行為等
を行う場合
は事前届出  

洪水・雨水の貯留機能を有する土地の例

河川

農地

貯留機能保全区域

○ 河川沿いの低地や流域内の窪地など、過去より保全されてきた浸水の拡大を抑制する効用を保全するため、
洪水や雨水を一時的に貯留する機能を有する土地について、都道府県知事等（政令市長、中核市長）が、
市町村長からの意見を聴取し、土地の所有者の同意を得た上で、貯留機能保全区域として指定することが
できる。

○ 区域内の土地において盛土、塀の設置等を実施する場合、事前に都道府県知事等に届出なければならない。
都道府県知事等は届出に対して必要な助言又は勧告をすることができる。

○都道府県知事等は市町村長や土地の所有者の意見聴取により指定を解除することができる。

【貯留機能保全区域のイメージ】
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浸⽔被害防止区域制度の創設【特定都市河川法⑤】 ６ヶ月以内施行

【浸水被害防止区域のイメージ】

○ 高齢者等の要配慮者の方をはじめとする人の生命・身体を保護するため、洪水が発生した場合に著しい危害
が生ずるおそれがある区域を、都道府県知事が市町村長からの意見聴取等を実施した上で、「浸水被害防止
区域」として指定し、開発規制・建築規制を措置することができる。

○ 開発規制については、住宅（非自己）・要配慮者施設等の盛土・切土等を伴う開発行為を対象に、洪水等に
対する土地の安全上必要な措置が講じているか事前許可が必要。
（あわせて都市計画法における開発の原則禁止の区域（レッドゾーン）に追加。また防災集団移転促進事業の移転対象区域に
追加。）

○ 建築規制については、住宅（自己・非自己）、要配慮者施設等の建築行為を対象に、居室の床面を基準水位
以上、洪水等に対して安全な構造としているか等の事前許可が必要。

○ なお、河道又は洪水調節ダムの整備の実施などにより指定を解除することができる。
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２.「水防法」・「土砂災害防止法」の一部改正

① 洪水浸水想定区域の指定に係る対象河川拡大等
② 要配慮者施設の利用者に係る避難確保措置の見直し

３ヶ月以内施行
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洪⽔浸⽔想定区域の指定に係る対象河川拡大等

〇 現行、大河川である洪水予報河川や水位周知河川について、「想定し得る 大規模の降雨」に対応した
洪水浸水想定区域の指定対象とし、避難経路確保やハザードマップ作成等の避難警戒措置を講じているが、
令和元年東日本台風等では、それ以外の一級・二級河川において、河川氾濫による人的被害が発生。

〇 これらの河川についても、洪水浸水想定区域の指定対象とする等、適切な水害リスク情報の提供が必要。

【改正概要】
・洪水予報河川又は水位周知河川に加え、一級河川及び二級河川（洪水による災害の発生を警戒すべきもの

として国土交通省令で定める基準に該当する河川（住宅等の防護対象のある河川））について、洪水浸水想定
区域の指定対象に追加
（※）同様の考え方により、雨水出水及び高潮についても、浸水想定区域の指定対象を拡大

【洪水浸水想定区域の指定対象河川数イメージ】

現行の指定対象河川数

改正により、1級河川・2級河川約22,000河川のうち、円滑・迅速な避難確保等を

図る必要のある河川を指定対象に追加

＜浸水想定区域を設定する河川の目標数＞

（現在）約2,000河川 ⇒ （今後）約17,000河川（2025年度）

洪水予報河川や水位周
知河川以外の河川の氾
濫により浸水被害が発
生しているエリア

阿武隈川水系阿武隈川洪水浸水想定区域図
（想定 大規模）平成２８年６月１０日

凡例
×：人的被害箇所

洪水予報河川等以外の中小河川に
おける浸水被害事例（令和元年東日本台風）

12

【水防法①】 ３ヶ月以内施行

区分

洪水浸水想定区域の指定対象河川数
（令和２年７月末時点）

洪水予報河川 水位周知河川 計

国管理
１級直轄区間

２９８ １５０ ４４８

都道府県管理
１級指定区間
２級河川

１２９ １，５６０ １，６８９

計 ４２７ １，７１０ ２，１３７
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想定される 大規模の降雨により河川が氾濫した場合に浸
水が想定される区域を洪水浸水想定区域として指定

洪水浸水想定区域
（大臣又は知事が指定）

洪水予報河川
（大臣又は知事が指定）

水位周知河川
（大臣又は知事が指定）

流域面積が大きい河川で、洪水により
国民経済上重大又は相当な損害を生
じるおそれがある河川

洪水予報河川以外で洪水により国民
経済上重大又は相当な損害を生じる
おそれがある河川

洪水のおそれがあるときは、水位又は
流量等を示して、河川の状況を水防管
理者等に通知

特別警戒水位を定め、河川の水位が
これに達したときは、その旨を水防管
理者等に通知

必要に応じ、一般に周知 必要に応じ、一般に周知

○洪水予報河川・水位周知河川に関する制度概要

浸水想定区域ごとに、以下の事項を記載
・洪水予報等の伝達 ・避難場所及び避難経路 ・避難訓練
・地下街等、要配慮者施設及び大規模工場等の名称及び所在地・その他円滑

かつ迅速な避難の確保を図るために必要な事項

市町村防災計画への記載
（市町村防災会議が作成

ハザードマップ
（市町村長が作成）

住民への周知

13

（参考）洪⽔予報河川・⽔位周知河川に関する制度概要
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要配慮者利用施設の利用者に係る避難確保措置の⾒直し

〇 昨今の水災害発生時の被害状況を踏まえ、高齢者等の避難困難者が利用する要配慮者利用施設に係る
避難計画や避難訓練の内容について、市町村による適切性の確認や助言・勧告を通じた避難実効性の確保
を図る必要。

【改正概要】
・ 市町村地域防災計画に定められた要配慮者利用施設の所有者又は管理者が作成し、市町村に報告するこ
ととされている避難確保措置に関する計画（避難確保計画）について、報告を受けた市町村長による計画内容
に係る助言・勧告制度の創設

【要配慮者利用施設の避難確保措置のイメージ】

・ 要配慮者利用施設の所有者等の実施義務とされている避難訓練について、市町村長への訓練結果の報告
を義務付け、報告を受けた市町村長による訓練内容に係る助言・勧告制度の創設

要配慮者利用施設
※市町村地域防災計画に位置付けられたものに限る

避難確保
計画

避難訓練 助言・勧告

報告

※今回の法改正以前は、「避難確保計画」に係る「報告義務付け」のみが措置されていた

市町村長

14

（所有者又は管理者）

【水防法②・土砂災害防止法】
３ヶ月以内施行
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３.「河川法」の一部改正

① 利水ダム等の事前放流に係る協議会制度の創設
② 国土交通大臣による権限代行対象の拡大

３ヶ月以内施行
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利⽔ダム等の事前放流に係る協議会制度の創設

【改正概要】
河川管理者、利水者（電力会社等）、流域自治体等で構成される「ダム洪水調節機能協議会」制度
を創設

【ダム洪水調節機能協議会のイメージ】

河川管理者

※河川管理者が必要と認める場合 ※河川管理者が必要と認める場合

：協議会の必須構成員

（協議会設置）
一級河川：設置必須
二級河川：設置任意

（構成員）
・河川管理者
・利水者（電力会社等）
・関係都道府県知事
・関係行政機関、関係市町村長その他の河川管理者が

必要と認める者

（協議事項の例）
・河川管理者と利水者等による治水協定の締結・見直し
・ソフト・ハード一体となった利水ダム等の洪水調節機能

強化に向けた取組の工程表の作成・見直し

構成員は協議結果を尊重

利水者
（電力会社等）都道府県知事

関係市町村長関係行政機関

〇 ダムによる洪水調節は従来より有効な治水対策であるが、近年の水害の激甚化・頻発化により、治水ダム
に加え、利水ダムの洪水調節への活用が求められている 。

〇 電力会社等の事業者が設置・管理する利水ダム等で実施されている事前放流の取組を継続的なものとする
ため、関係者による協議の場について、法的枠組が必要。

構成員は協議に応じなければならない

ダム洪水調節機能
協議会

16

【河川法①】 ３ヶ月以内施行
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16

8

3537

18

4 4

九州電力(株)：20ダム
四国電力(株)： 6ダム
中国電力(株)：4ダム
中部電力(株)：3ダム
電源開発(株)： 1ダム
旭化成(株) ： 1ダム
県企業局 ：2ダム

土地改良区、県、市町：18ダム

水資源機構、市町：4ダム

17

○ 令和２年度においては全国の計122ダムで事前放流を実施(うち63ダムは利水ダム)。（令和２年６月１日～）

○ このうち、台風第10号においては全国の計76ダムで事前放流を実施(うち50ダムは利水ダム)。
令和２年10月27日時点

多目的ダム

県発電

水道・農業

農業

計：１２２ダム

＜令和２年度の事前放流実施ダム数＞
治水等（多目的）ダム
（国土交通省※）

１６ダム

治水等（多目的）ダム
（水資源機構）

８ダム

治水等（多目的）ダム
（県）

３５ダム

利水ダム ６３ダム

＜令和２年度に事前放流を実施した122ダムの管理者＞

計：７６ダム

＜上表のうち、台風第10号の事前放流実施ダム数＞

治水等（多目的）ダム
（国土交通省※）

４ダム

治水等（多目的）ダム
（水資源機構）

１ダム

治水等（多目的）ダム
（県）

２１ダム

利水ダム ５０ダム

治水等（多目的）ダム 利水ダム

国土交通省※

水資源機構

その他

※内閣府沖縄総合事務局含む

（参考）令和２年度 事前放流の実施状況
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国土交通大⾂による権限代⾏対象の拡充

〇 気候変動による水災害の激甚化、頻発化により、都道府県知事が管理する１級河川の指定区間や２級河川、
市町村長が管理する準用河川において、同時多発的に災害が発生する事象が増加。

〇 これらの河川における災害発生時には、河川管理者である都道府県知事や市町村長による迅速な対応が
困難である事象も多く生じており、国土交通大臣の有する高度の技術力・機械力を活用した権限代行による
応急的な措置が求められている。このため、国による権限代行の対象を拡充する必要。

【改正概要】
国土交通大臣による権限代行の対象に以下を追加

【都道府県管理河川】 維持（河川の埋塞に係るものであって、高度の技術・機械力を要するもの）

【準 用 河 川】 権限代行の対象化

【権限代行制度見直しのイメージ】 ※赤字・下線が改正による追加対象事項

18

一級河川（指定区間内） 二級河川 準用河川

代
行
す
る
権
限

改良工事・修繕
○高度技術、高度機械力
○自治体要請等
○事務に支障のない範囲

同左 同左（※改良工事に限る）

災害復旧
○高度技術、高度機械力
○自治体要請等
○事務に支障のない範囲

同左 同左

維持（河川の埋塞
に係るものに限る）

○高度技術、高度機械力
○自治体要請等
○事務に支障のない範囲

同左 同左

【河川法②】 ３ヶ月以内施行
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４.「下水道法」の一部改正

① 計画降雨の下水道事業計画への位置付け
② 民間による雨水貯留浸透施設整備に係る計画認定制度の創設
③ 樋門等操作規則の策定制度の創設３ヶ月以内施行

６ヶ月以内施行
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※公共下水道（原則、市町村管理）：以下のいずれかのもの
イ：主に市街地の下水を排除・処理するための下水道で、終末処理場を有するか、流域下水道に接続するもので、汚水を排除すべき排水施設の相当部分が暗渠である構造のもの
ロ：主に市街地における雨水のみを排除するための下水道で、河川・海域等に雨水を放流するか、流域下水道に接続するもの （雨水公共下水道）

※流域下水道（原則、都道府県管理）：以下のいずれかのもの
イ：専ら地方公共団体が管理する下水道からの下水を排除・処理するための下水道で、二以上の市町村の下水を排除し、終末処理場を有するもの
ロ：終末処理場を有する公共下水道からの雨水のみを受けて、これを公共の水域・海域に放流するための下水道で、二以上の市町村の雨水を排除し、雨水の流量を調節するための施設を有する

もの（雨水流域下水道）

計画降⾬の下⽔道事業計画への位置付け

全国各地で水災害が頻発しているため、各地域の水災害状況、将来の気候変動の影響による降雨量の増加
を見据えて、下水道事業計画に雨水排除の指針となる計画降雨を定め、当該計画降雨に基づき浸水リスクの
高い地域での整備を重点化するなど、「事前防災」の考え方に基づく計画的な下水道整備を加速する必要。

【改正概要】
・公共下水道・流域下水道の事業計画の記載事項に、計画降雨（浸水被害の発生を防ぐべき目標となる降雨）を追加

公共下水道の事業計画の記載事項（下水道法第５条）

【１．必須記載事項】

① 排水施設（これを補完する施設を含む。）の配置、構造及び能力並びに点検の方法及び頻度

② 終末処理場を設ける場合には、その配置、構造及び能力

③ 終末処理場以外の処理施設（これを補完する施設を含む。）を設ける場合には、その配置、構造及び能力

④ 流域下水道と接続する場合には、その接続する位置

⑤ 予定処理区域（雨水公共下水道に係るものにあつては、予定排水区域）

⑥ 工事の着手及び完成の予定年月日

【２．任意記載事項】

① 計画降雨（浸水被害の発生を防ぐべき目標となる降雨）

※水防法による雨水出水浸水想定区域に指定された場合は、必須記載事項となる

記載事項に
追加

※流域下水道の事業計画の記載事項（下水道法
第25条の12） も同様の改正を行う。

【下水道法①】 ６ヶ月以内施行
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⺠間による⾬⽔貯留浸透施設整備に係る計画認定制度の創設

【改正概要】
下水道浸水被害対策区域での民間事業者等による雨水貯留浸透施設整備に係る計画認定制度の創設

下水道浸水被害対策区域で民間事業者等が行う一定規模以上の容量や適切な管理方法等の条件を充たし
た雨水貯留浸透施設整備に係る計画認定制度を創設。認定事業者への施設整備費用に係る法定補助等を措置。

気候変動の影響による降雨量の増加を見据え、整備等に限界のある下水道浸水被害対策区域（※）において、
地域関係者が一体となって雨水浸透や貯留に係る取組を一層促進するため、民間事業者等による雨水浸透・
貯留に係る自主的な取組を積極的に誘導・後押しする必要
（※）排水区域のうち、都市機能が相当程度集積し、著しい浸水被害が発生するおそれがある区域であつて、当該区域における土地利用の状況

からみて、公共下水道の整備のみによっては浸水被害の防止を図ることが困難であると認められるものとして公共下水道管理者である
地方公共団体の条例で定める区域

雨水貯留浸透施設の整備イメージ

【民間事業者等による雨水貯留浸透施設整備に係る認定制度の概要】

認定申請

認定

公
共
下
水
道
管
理
者

民
間
事
業
者
等

（計画への記載事項イメージ）
・雨水貯留浸透施設の位置、構造・設備、規模
・雨水貯留浸透施設の管理方法・期間
・雨水貯留浸透施設の設置に係る資金計画 等

（認定の効果：法定）
・公共下水道管理者による費用補助、当該補助がある場合の国による補助
・地方共同法人日本下水道事業団による、認定事業者からの委託に基づく

雨水貯留浸透施設の設置等の支援 等
21

雨水貯留浸透施設

【下水道法②】
６ヶ月以内施行
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【操作規則のイメージ】

① 逆流が始まるまでは樋門等のゲートを全開

② 逆流が始まったときは樋門等のゲートを全閉

※ 逆流防止のために樋門等のゲートを全閉している場合において、外水位が
下がり、内水位が外水位より高くなったときは、これを全開

樋門等操作規則の策定制度の創設

気候変動の影響による降雨量の増加により、河川等からの逆流を防止するための操作を伴う下水道施設の
樋門等を下水道管理者が操作する機会が増えることが懸念されるところ、当該操作の従事者の安全を確保しつ
つ、操作を確実に実施するため、あらかじめ樋門等の適切な操作規則を定めておく必要。

【改正概要】
・公共下水道管理者等に対して、河川等からの逆流を防止するために設けられる下水道施設の樋門等で
操作を伴うものについて、操作従事者の安全に配慮しつつ、操作規則を策定するよう義務付け

【下水道法③】 ３ヶ月以内施行

22

（出典）東京都 東京都豪⾬対策アクションプラン、2020

〈樋門の例〉

ゲート

下⽔道 河川×

ゲート

下⽔道
河川

①逆流が始まるまで ②逆流が始まったとき
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（参考） 樋門・樋管の概要

【樋門・樋管の定義】

取水、排水等を目的として、堤防を横断する暗渠。
一般的には、堤内地への河川水などの逆流を防ぐゲートなどの設備を有している。
樋門と樋管の区別はあまり明瞭ではないが、通水断面が比較的大きいものを「樋門」、小さいも
のを「樋管」という。

＜樋門・樋管イメージ＞

（出典）東京都：東京都豪雨対策アクションプラン（2020）に加筆 （出典）川崎市：山王排水樋管周辺地域における短期対策
進捗状況ウェブサイト

＜樋管全景写真＞ ＜樋管ゲート写真＞

・下水道の場合、主に内水排除を目的として樋門、樋管を設ける場合が多く、同目的のものを排水樋門、排水樋管という。また、
樋門、樋管を設ける場合には河川水等の逆流防止を目的としたゲート等付帯設備を設置することが一般的である。

・定義に記載の通り、樋門、樋管の定義が明瞭ではないため、同じ規模の施設であっても下水道管理者によって名称が異なる
ことがある。

・樋門・樋管とは、宅地側の特殊人孔から川側の吐口までの排水路（暗渠）およびそれに付帯する設備（ゲート等）を含めての
総称であることが一般的である。（下図の赤枠で囲っている部分）

※「下水道用語集」、「河川・ダム・砂防用語事典」、「土木用語大辞典」より引用

特殊人孔 樋門・樋管

排水路（暗渠）

23
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５.「都市計画法」の一部改正

① 開発の原則禁止の区域に浸水被害防止区域を追加
② 一団地の都市安全確保拠点施設制度の創設
③ 地区レベルの防災性を向上させるための地区計画制度の拡充

３ヶ月以内施行

６ヶ月以内施行
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を原則含まないことの開発は

現⾏（都市計画法第33条第1項第8号）

⾒直 

を原則含まないこと

レッドゾーン

規制対象区域に浸水被害防止区域を追加

災害危険区域（出水等）
地すべり防止区域
土砂災害特別警戒区域
急傾斜地崩壊危険区域
浸水被害防止区域

レッドゾーン

災害危険区域（出水等）
地すべり防止区域
土砂災害特別警戒区域
急傾斜地崩壊危険区域

の開発は

25

開発の原則禁止の区域に浸⽔被害防止区域を追加

• ⾃⼰以外 居住 ⽤ 供  住宅
（分譲住宅 賃貸住宅 等）

• ⾃⼰の業務の⽤に供する施設（※）
（⾃社オフィス、⾃社ビル、⾃社店舗（スーパー、コンビニを含
む）、病院、社会福祉施設、旅館・ホテル、工場、倉庫 等）

• ⾃⼰以外の業務の⽤に供する施設
（貸オフィス、貸ビル、貸店舗（ショッピングモールを含む）、
貸倉庫（レンタルボックスを含む）、その他賃貸⽤の業務⽤
施設 等）

※ ⾃⼰ 業務 ⽤ 供  施設 対  規制  令和４年４⽉１⽇施⾏予定 

• ⾃⼰以外 居住 ⽤ 供  住宅
（分譲住宅 賃貸住宅 等）

• ⾃⼰の業務の⽤に供する施設（※）
（⾃社オフィス、⾃社ビル、⾃社店舗（スーパー、コンビニを含
む）、病院、社会福祉施設、旅館・ホテル、工場、倉庫 等）

• ⾃⼰以外の業務の⽤に供する施設
（貸オフィス、貸ビル、貸店舗（ショッピングモールを含む）、
貸倉庫（レンタルボックスを含む）、その他賃貸⽤の業務⽤
施設 等）

【都市計画法①】 ６ヶ月以内施行
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浸水継続時間２週間以上
浸水深0.5 3.0ｍ

○ 浸水継続時間 ⻑ 市街地    浸水時 避難者 対応 都市機能 維持      、避難や浸水に対応した一団地の防
災拠点の形成が必要。

○ 都市施設の対象に、災害時における居住者等 安全確保 必要 ⾏政、医療、避難施設等の機能を一体的に有する一団地の都
市安全確保拠点施設を追加する。

○ 災害 備  早期 整備 ⾏    土地収⽤ 可能 都市計画事業   実施。

想定箇所

工場 物流施設等 約6ha

【一団地の都市安全確保拠点施設 例】

洪水        L2

２Fは通常展示スペース
として活⽤

１Fのオープンスペースは
交流広場   活⽤

低層部

浸水時は避難場所
として活⽤

２Fデッキ

災害対策
本部機能

避難者の
一時滞在機能

通常時 浸水時

⽂化 交流機能

⾏政機能

医療 福祉機能
救急医療 
福祉避難機能

業務・サービス機能
避難者の
滞在機能

26

【都市計画法②】 一団地の都市安全確保拠点施設制度の創設 ３ヶ月以内施行
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地区レベルの防災性を向上させるための地区計画制度の拡充

【改正概要】
① 豪⾬   災害 発⽣  場合 被害 防止 軽減 避難 観点  必要 ⾬水貯留浸透施設 ⾬水浸透機能 ⾼ 緑地 

避難路 避難施設等     地区施設（※１）として位置付ける。
② 個々の建築物における居室の床面の⾼さ、敷地のかさ上げ等についても地区整備計画（※２）及び建築確認の対象とする。

（※１） 地区施設 道路 公園 等
（※２） 地区整備計画 建築物 容積率 敷地面積 形態 意匠 制限 等

建築物の規制のイメージ図
嵩上げ、ピロティ化した住宅（例）

雨水貯留施設、避難施設、避難路等（例）地区施設のイメージ図

近年 頻発 激甚化  ⾃然災害に対し、地区レベルでの防災性を向上させる必要がある。

【都市計画法③】

27

３ヶ月以内施行
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６. 「防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の

特別措置等に関する法律」の一部改正

① 浸水被害防止区域等の移転対象区域への追加
② 要配慮者施設の用に供する土地の整備と都道府県による計画策定
③ 独立行政法人都市再生機構の業務特例の追加

３・６ヶ月以内施行

３ヶ月以内施行
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浸水被害防止区域 土砂災害特
別警戒区域

【移転対象区域の拡大】
○ 浸水被害防止区域は、浸水が発⽣した場合に、住⺠等 ⽣命⼜ ⾝体 著  危害 ⽣         認    区域   、

当該区域は、建築基準法に基づく災害危険区域と同様に、防集法による集団移転の対象区域に追加し、迅速 住宅 移転 促進
する必要がある。

○ さらに、例  、水害 土砂崩  同一降⾬ 発⽣  場合 多     、浸水被害防止区域、土砂災害特別警戒区域等の災
害レッドゾーンについて、集団移転の対象区域へ追加する。

土砂災害特別警戒区域を移転促進区
域に追加しない場合、同様の災害リスクを
抱  同地区内 住宅  関   、
移転   住宅     住宅 存在。
地区一体の移転を阻害。

災害レッドゾーンのイメージ

【防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律①】

浸⽔被害防止区域等の移転対象区域への追加 ３ヶ月以内施行（浸水被害防止区域の追加のみ６ヶ月以内施行）
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A県
C市

イメージ

移転先  １ 高台移転
（市町村域内外・小規模）

被災した要配慮者施設

被災した住居

要配慮者施設
（特別養護⽼⼈ホーム）

県 知⾒ 活   安全   
迅速な移転先の計画・造成

Jl移転イメージ

住宅団地 既成市街地への移転
(住宅団地)

イメージ
移転先  ２     移転

（市町村域外、大規模）

住宅 移転    、要配慮者
施設の用に供する土地も含め
 住宅団地を整備

市町村域を超えた移転計画策定による
市町村域を超えた移転

A県
B村

（例：A県による計画策定）

【防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律②】

要配慮者施設の用に供する土地の整備と都道府県による計画策定

【要配慮者施設の用に供する土地の整備】
集団移転促進事業  住宅 移転 対象     一⽅  近年 災害      住宅 限   発災後の避難が困難な要配慮者
のための施設においても被害が発⽣していることから、住宅 移転      要配慮者施設 用 供  土地 整備 対象   。

【都道府県による計画策定】
近年 災害     、一度 豪⾬   浸水被害が広域に及び、必   当該市町村内 移転先 適地 ⾒当   、市町村を超
えた移転を計画する必要が⽣じており、広域 ⾒地   調整 図 必要   場合等には、都道府県の計画策定権限を追加する。

３ヶ月以内施行
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【都市再生機構による、委託に基づく計画策定及び事業実施】
都市再⽣機構は、東⽇本大震災 復興          、多数（約2,600⼾。全体の約20％）の集団移転促進事業を実施し
ており、計画策定に必要な調査・設計から、事業実施に係る関係者との調整、団地造成等の工事発注・管理 ⾄   、技術・ノウハ
ウを極めて豊富に蓄積していることから、都市再生機構 特例業務   、地方公共団体からの委託に基づき、集団移転促進事業に
係 計画策定及 事業実施 ⾏       こととする。

市町村
約10,000⼾（約80％）

都市再生機構
約2,600⼾ (約20％）

集団移転促進事業による整備⼾数 約12,600⼾

※令和２年３⽉末現在（各県HP及び都市再⽣機構調べをもとに作成）

○東⽇本大震災    都市再生機構 復興       ⽀援体制

○東⽇本大震災における集団移転促進事業の⽀援実績

・集団移転促進事業   整備⼾数     都市再⽣機構
 整備⼾数 全体 約20％を占める

岩⼿県宮古市（⽥⽼地区） 岩⼿県⼭⽥町（織笠地区）

集団移転の多大な実績・ノウハウを擁する都市再生機構の参画は、
全国    防災移転 主流化  不可⽋

■整備事例

※集団移転促進事業のほか、⼟地区画整理事業や津波復興拠点整備事業等への従事者も含む

【防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律③】

独⽴⾏政法⼈都市再生機構の業務特例の追加

31

３ヶ月以内施行
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７.「都市緑地法」等の一部改正

① 特別緑地保全地区の緑地の指定要件の追加
② 緑地における雨水貯留浸透施設の整備等を「流域水害対策計画」に

記載する場合の都市緑地法の特例（手続の迅速化）

３ヶ月以内施行

６ヶ月以内施行
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【都市緑地法①】 特別緑地保全地区の緑地の指定要件の追加

【改正概要】
特別緑地保全地区の指定要件に、「雨水貯留浸透地帯（雨水を一時的に貯留し又は地下に浸透させることにより

浸水による被害を防止する機能を有する土地の区域をいう。）」を追加

特別緑地保全地区の指定要件である「無秩序な市街地化の防止、公害又は災害の防止等のため必要な遮断
地帯、緩衝地帯又は避難地帯」に該当しない雨水貯留浸透機能を有する緑地について、一部の地方自治体で
は特別緑地保全地区に指定できないため、当該地区であれば可能となる行為制限を行うことができず、緑地の
保全に支障を生ずる状況が生じている。

【追加する緑地のイメージ】

グランベリーパーク（町田市）タナースプリングスパーク（ポートランド）

緑地を周辺敷地よりも約1.8m下げて整備することで、
雨水貯留機能を持たせている。

グランベリーパーク地区全体で、緑地等の有する雨水
貯留浸透機能を生かしたまちづくりが行われており、そ
の一環としてレインガーデンが整備されている。 33

３ヶ月以内施行
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緑地における⾬⽔貯留浸透施設の整備等を「流域⽔害対策計画」に記載する場合の
都市緑地法の特例（⼿続の迅速化）

【改正概要】

・ 都市河川法の流域水害対策計画に「緑地に関する施策（当該緑地における雨水貯留浸透施設の整備その
他雨水を一時的に貯留し若しくは地下に浸透させる機能を確保し又は向上させるためのものであって、浸水
被害の防止を目的とするものに限る。）に関する事項」を記載することができることとする。

・ 上記事項を定める市町村が、都市緑地法上の緑の基本計画を定めている場合は、同法で定める特別緑地
保全地区内における雨水貯留浸透施設の整備については、当該地区の行為許可の対象から除くこととする。

自然災害が激甚化する中、自然環境が有する多様な機能を活用するグリーンインフラが一層重要。一部の自治
体では、緑の基本計画と豪雨対策に係る計画それぞれに「グリーンインフラ」を位置づけた上で連携させ、緑地
の保全や、緑地における雨水貯留浸透施設の整備に取り組んでいるところ。このような取組の推進が必要。

【記載事項（抜粋）】
○新たな視点
⾏動計画    新  視点    「グリーンインフラの促進」を追加し
ます。これは、 流域対策 強化するため、また、みどりの基本計画との連
携を図ることで豊かな住環境の創出に寄与するため、緑地等の保全及
び設置促進を図ります。

世田谷区豪雨対策行動計画（H30改訂） グリーンインフラによる水循環のイメージ

34

【特定都市河川法（都市緑地法）】

６ヶ月以内施行
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参考資料５．

令和２年度
機関ごとの具体的な取組



各機関の取組状況

番号 機　　　関　　　名 取組状況

1 大阪市 要配慮者利用施設への避難確保計画作成に向けた支援

2 堺市 各部局と連携した避難確保計画策定推進

3 八尾市 避難確保計画の策定状況

4 松原市 要配慮者利用施設の避難訓練に係る講習会

水災害教育の実施
（避難所運営演習（新型コロナウイルス感染症対策について講演・３密を回避するため
の避難所設営））

水災害教育の実施（避難所の開設・運営について講演）

まるごとまちごとハザードマップの整備・更新・周知

水災害意識の啓発

7 東大阪市 要配慮者利用施設（保育園）に向けた水害時の避難行動に関する講習会の開催

8 大阪府 コミュニティタイムラインの推進

9
大阪市高速電気軌道

株式会社
台風接近時の対応訓練の実施

10
阪神電気鉄道

株式会社
地下駅水防訓練を実施

防災気象情報の改善（大雨特別警報解除後の洪水への警戒呼びかけ）

防災気象情報の改善（大雨特別警報の発表基準の変更・発表指標の改善）

防災気象情報の改善（呼びかけの改善
（特別警報を待ってはならないことを伝える・暴風災害に対する呼びかけ））

防災気象情報の改善（呼びかけの改善（過去事例の引用））

防災気象情報の改善（「危険度分布」で湛水型内水氾濫表示）

防災教育や防災知識の普及啓発（防災知識の普及啓発）

防災教育や防災知識の普及啓発（小中学校や地域を対象とした水災害教育の実施）

12 大和川河川事務所 重要水防箇所合同巡視

11
大阪管区
気象台

6 藤井寺市

5 柏原市
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大阪市の取組状況
（要配慮者利用施設への避難確保計画作成に向けた支援）

大阪市

具体的取組 要配慮者利用施設に対する避難計画作成の促進および避難訓練の促進支援に関する事項

主な内容 避難確保計画の作成促進

○ 取組内容

○ 概要

取組機関名

平成29年６月に水防法が改正され、河川氾濫等の浸水想定区域内に所在する要配慮者利用施設の所有者または管
理者に対して、避難確保計画の作成や訓練の実施等が義務付けられました。
これを受けて本市として、これまで要配慮者利用施設への集団指導時に避難確保計作成の徹底を周知したり、避
難確保計画のひな形を作成し、ホームページ公開するなど、策定に係る施設管理者等の負担軽減を図ってきたが、
令和元(平成31)年度末で、その作成提出率は、指定施設全体の約18％と伸び悩んでいました。
そこで本市は、避難確保計画作成・提出率の更なる向上を目指し、令和２年度を集中取組み期間として、計画未
作成の施設への作成支援体制を整備し、未提出施設から年度内(本年３月末)にすべての対象施設から計画を受理。

大阪市域内の全対象施設（４，５５５施設） に対する作成済み施設数

Ｒ２年３月末 ７９８施設（約１８％）

Ｒ３年３月末 4,０２５施設（100％）

（廃止等 ５３０施設を除外）

【参考】全国 約5万5千施設／全約８万9千施設（約62％ Ｒ２年10月末）

大阪市域内の全対象施設（４，５５５施設） に対する作成済み施設数

Ｒ２年３月末 ７９８施設（約１８％）

Ｒ３年３月末 4,０２５施設（100％）

（廃止等 ５３０施設を除外）

【参考】全国 約5万5千施設／全約８万9千施設（約62％ Ｒ２年10月末）

大阪市ＨＰ公開イメージ大阪市ＨＰ公開イメージ

○ 取組成果

○作成指導や支援する専任人員を確保
○施設に対し、避難確保計画未作成施設全件に作成・提出依頼（様式・作成方法等）を郵送及び報道発表にて
周知

○専任人員による未作成施設への個別相談や助言・督促を電話で直接行う等、きめ細やかな支援・対応を実施

○市長会見で「大雨に備え速やかな避難確保計画の速やかな作成を！」の呼びかけ

○計画の作成支援ツール（ひな形の更新、作成方法の解説動画の配信）の充実を図り、市ＨＰで公開

○未提出施設に対する、「通告書」（期限までに未提出の場合、施設名の公表）の送付

○年度内にすべての対象施設から計画を受理。

４月

５月

６月

８月

12月

３月
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堺市の取組状況

（各部局と連携した避難確保計画策定推進）

○取組内容

○概要
堺市内の河川の浸水想定区域や土砂災害（特別）警戒区域内に所在する要配慮者利用施設３０９施設の
計画策定状況について、庁内で情報共有を行い、関係部局と連携して計画未策定の施設に対して、文書を
送付するなど一斉指導を行った。また、策定率向上のため、ホームページの更新や計画フォーマットの作
成を行った。

取組機関名 堺市（危機管理室、健康福祉局、子ども青少年局、教育委員会）

具体的取組 要配慮者利用施設の避難確保計画策定推進

主な内容 庁内での情報共有や施設に対しての一斉指導

堺市地域防災計画へ要配慮者利⽤施設を掲載
各施設の計画策定状況等の取りまとめ危機管理室

各施設管理者へ
避難確保計画作成の
必要性を周知

健康福祉局

⼦ども⻘少年局

教育委員会

避難確保計画の作成施設管理者

指
導

市HPの更新
計画ﾌｫｰﾏｯﾄの作成

情
報
共
有

案内文

施設一覧

作成方法

エクセルに必要事項を入力することで計画を作成
堺市の河川や観測所など記入例も掲載
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●八尾市の関係課や八尾市教育委員会からの依頼のもと、要配慮者施設の所有者や管理者に対して
作成・提出を依頼した。
学校施設については全ての施設から提出を受けており、社会福祉施設に関しては、６割強の提出率と
なっている。

八尾市の取組状況
（避難確保計画の策定状況）

・医療機関からの提出が難しい

・避難確保計画の提出がある施設においても避難訓練の実施が難しい

・新型コロナウイルス感染症蔓延下では避難訓練実施の勧奨が困難

・避難確保計画の作成については義務化されているが行政からは作成の呼びかけしかできず、

提出率がなかなか上がってこない

○ 概 要

【取組機関】
・八尾市(地域福祉政策課、福祉指導監査課、高齢介護課、障がい福祉課、こども施設課、子育て支援課、

青少年課、桂青少年会館、安中青少年会館)
・八尾市教育委員会
・八尾市内の要配慮者施設

【大和川浸水想定区域内にある該当施設数】
・学校：４８施設
・社会福祉施設：２７２施設
・医療機関：１２施設

【避難確保計画提出状況】
・学校：４８施設 （提出率１００％）
・社会福祉施設：１６７施設 （提出率約６１％）
・医療機関：３施設 （提出率２５％）

【避難訓練実施状況】
・学校：１施設
・社会福祉施設：４０施設
・医療機関：０施設

○ 課 題

取組機関名 八尾市、要配慮者が利用する施設の所有者または管理者

具体的取組 要配慮者が利用する施設における避難確保計画の作成・提出の促進

主な内容 高齢者等の要配慮者が利用する施設に対して、災害時に迅速かつ的確に避難できるよう避
難確保計画の提出を依頼

八尾市への報告書様式

避難確保計画ひな型
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松原市

具体的取組 要配慮者利用施設における避難訓練についての講習会

主な内容 要配慮者利用施設における避難訓練の実施方法など

○参加者の声

○事例紹介を見て避難訓練の必要性が分かった。
○水害に対する避難訓練の仕方がわからなかったが、講習会に参加して具体的な避難訓練
の仕方が分かってよかった。
○避難確保計画をまだ作成ができていないが、避難確保計画の作成と避難訓練の実施をし
ようと思った。

○講習の様子

○概要

取組機関名

■日 時 ： 令和３年１月27日（水）
午前の部 10：30～12：00【WEB対応あり】
午後の部 14：00～16：00【WEB対応あり】

■場 所 ： 松原市役所８階大会議室A
■参加者 ： 26名【WEB：28名】
■概 要 ：
浸水想定区域内における要配慮者利用施設において、避難確保計画の作成及び避難訓練が
義務付けられており、避難確保計画は作成したが、避難訓練の仕方がわからないといった
声が多く避難訓練についての講習会を開催いたしました。
施設の避難訓練の事例紹介を見て、避難訓練の実施方法などを学び、各施設において避
難訓練の実施に向け実効性を高めていただきました。

会場の様子（松原市役所会議室：３密回避対策）

Web参加者講師による避難訓練事例の説明

Web参加者

松原市の取組状況
（要配慮者利用施設の避難訓練に係る講習会）
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要配慮者利用施設の避難訓練に係る講習会

○講習会の概要

【避難訓練の実施方法について】

（１）避難確保計画の振り返り
（２）避難訓練の事例紹介（動画）
（３）「避難訓練チェックリスト」を活用した避難訓練

1. 段階的に発表される防災情報と『要配慮者利用
施設の主な行動』をイメージしてみましょう。

2. 避難訓練の内容を知る
3. 「共通訓練【必須】」を実施する
4. 「選択編」の訓練を実施する
5. 避難訓練計画を作成する
6. 避難訓練実施報告書を提出する

【避難訓練の実施項目】

講習会資料の一例（警戒レベル３の行動） 講習会資料の一例（立退き避難の行動）

●避難訓練実施施設の動画紹介

気象情報の入手⇒避難判断 施設内移動訓練（垂直避難）

施設先までの移動訓練（立ち退き避難） 訓練実施後の感想を共有
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柏原市の取組状況
（水災害教育の実施）

取組機関名 柏原市

具体的取組 防災教育や防災知識の普及に関する事項

主な内容 避難所運営演習（新型コロナウイルス感染症対策について講演・３密を回避するための避難所設営）

○概 要

【日 時】令和2年11月13日（金）14:00～16:30
【場 所】学校法人玉手山学園 総合体育館3階アリーナ
【主 催】柏原市、学校法人玉手山学園
【参加者】市職員、玉手山学園教職員・学生、区長、市内小中学校教職員、八尾土木事務所職員等 約200名
【概 要】
①藤井寺保健所職員による新型コロナウイルスについて講演
②避難所運営マニュアル感染症対策編について、避難所開設・運営の手順で従来からの変更点を解説
③段ボールベッド・間仕切り、避難者用ルームテントを用いた避難所設営演習

○訓練の様子

段ボールベッド・間仕切り、避難者用ルームテントを用いた避難所設営演習

藤井寺保健所職員による講演

○効果・課題等

○新型コロナウイルス感染症対策について、これまでの対応から分かってきた点や、日頃から注意すべき点を学ぶことがで
きた。
○感染症対策を踏まえた避難所での受付や受入方法について学ぶとともに、段ボールベッド・間仕切り、テントを実際に組み
立て、配置する避難所設営について体験することで、地域防災力の向上および個人の防災意識を高揚する機会となった。

避難所運営マニュアルの解説 避難所での受付方法

参考5-7



柏原市の取組状況
（水災害教育の実施）

取組機関名 柏原市

具体的取組 防災教育や防災知識の普及に関する事項

主な内容 避難所の開設・運営について講演

○概 要

【日 時】令和2年11月28日（土）14:00～15:30
【場 所】柏原市立市民プラザ アゼリア6階 大会議室
【主 催】柏原市区長会
【参加者】区長 約60名
【概 要】
発災直後から初動期といわれる概ね３日間程度の避難所開設・運営の手順についてと、避難所運営が

長期化した場合の在り方について説明

○講演の様子

○効果・課題等

○避難所の開設基準や施設の解錠、安全点検など開設手順を学ぶとともに、発災時の町会の役割など考えてもらう機会と
なった。
○避難所運営が長期化した場合には、市職員だけで運営を続けていくことは難しく、施設管理者や地域住民、避難者が役割
を分担し、全体の協力で避難所運営を行っていく必要があることを理解いただけた。
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藤井寺市の取組状況
（まるごとまちごとハザードマップの整備・更新・周知）

取組機関名 藤井寺市

具体的取組 ハザードマップの作成・周知等に関する事項

主な内容 まるごとまちごとハザードマップの整備・更新・周知（訓練への活用）

○概 要

現在のところ、モデル事業として国⼟交通省との共同で設置したもので、⼤和川左岸側の船橋町地区に２か
所、⼤和川右岸側の川北地区に２か所、合計4か所設置されている。

その後、本市においてもなかなか進展がなかったところであるが、市町村が円滑に取り組みを進められるよ
う平成29年度に「まるごとまちごとハザードマップ実施の⼿引き」が改訂され、また、今年度の⽯川の浸水
想定区域の⾒直しも契機となり、⼤和川河川事務所に協⼒いただきながら、さらなる設置に向けて動き出した
状況である。

本市にある45地区自治会のうち、一定以上の想定浸水深を含む22地区に対して標識設置の意向や設置箇所
の選定などを進めているところであり、設置箇所等が決定すれば、⼤和川河川事務所・⼤阪府にも確認いただ
いたうえで設置していく。

 第2回大和川下流部流域治水部会資料  
（船橋町地区）

○効果・課題等

○本市では、市域の多くが⼤和川・⽯川の浸水想定区域内であることから、水害への備えが非常に重要と
なっている。地区自治会において、標識設置の可否、設置場所等を主体的に検討してもらうことにより、地
域住⺠の水害に対する意識が⾼まることが期待できる。

写真 
（川北地区）
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東大阪市の取組状況
（要配慮者利用施設（保育園）に向けた水害時の避難行動に関する講習会の開催）

取組機関名 東大阪市

具体的取組 要配慮者利用施設に対する避難計画作成の促進および避難訓練の促進支援に関する事項

主な内容 要配慮者利用施設（保育園）に向けた水害時の避難行動に関する講習会の開催

○概 要

■保育園の先生を対象とした
水害時の園児の安全確保に関する講習会の概要

令和２年１１月に、水害を含めた自然災害のリスク、避難情報等の収集、
園児用の備蓄物資及び避難確保計画に基づく避難に関する講習会を開
催しました。
特に、避難確保計画に基づく避難（水害）については、コロナ禍における

避難の在り方を伝え、浸水想定深を考慮した垂直避難も促すなど当保育
園にそぐう避難行動について解説しました。
本市の要配慮者利用施設における避難確保計画に基づく避難訓練の

進捗率は低い水準であるため、今後は避難訓練の実施についても促進を
図っていきます。
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大阪市高速電気軌道株式会社の取組状況

大阪市高速電気軌道株式会社（Osaka Metro）

具体的取組 台風接近時の対応訓練の実施

主な内容 タイムラインを活用した台風対応訓練の実施

○台風対応訓練の実施

○台風接近時の対応

取組機関名

台風接近時の予報を基にタイムラインを作成し、台風の位置、規模、気圧などの気
象情報を整理し、台風接近から通過後までのその時点で、どのような判断や確認をす
るべきかを明確にし、本社対策室において対応策や地上区間の計画運休などの決定、
お客さまへの情報提供などを行うこととしています。

台風接近を想定し、タイムラインを活用した本社
対策室での台風対応訓練を実施しました。
訓練では、計画運休の決定やお客さまへの情報提

供のタイミングなどを確認しました。

○河川氾濫に対する備え

河川の氾濫から地下鉄施設や地上部の変電所等の重要施設を守るため、地下鉄駅出
入口や地上変電所などの施設に止水鉄扉や止水パネル等による浸水対策を実施するほ
か、想定浸水深に応じた換気口部分の嵩上げ対策を行います。

止水鉄扉 止水パネル
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阪神電気鉄道の取組状況
（地下駅水防訓練を実施）

阪神電気鉄道株式会社

具体的取組 地下駅水防訓練

主な内容 水防施設の操作方法確認

○訓練状況

○概要

取組機関名

■日 時 ： 令和2年5月15日（金）24：00
～5月16日（土） 4：15

■場 所 ： 阪神なんば線
九条駅

ドーム前駅
桜川駅

■参加者 ： 16名
■概 要 ：

・ 各駅出入口部の水防鉄扉、止水パネルの
閉鎖・開放訓練を実施。

位置図
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大阪管区気象台の取組状況
（防災気象情報の改善）

大阪管区気象台

具体的取組 防災気象情報の改善に関する事項

主な内容 大雨特別警報解除後の洪水への警戒呼びかけ

取組機関名

大⾬特別警報の解除が安心情報として受け取られないように、
洪水への警戒を促すため、特別警報の「解除」を「警報への切替 と表現すると    警報  切
替 合    最⾼水位 ⾒込  最⾼水位   時間帯   今後の洪水 ⾒込  発表。
警報  切替 先⽴   本省庁 合同記者会⾒等 開催することで、メディア等を通じた住⺠へ
 適切 注意喚起を図るとともに、あらゆる手段で注意喚起を実施。
 引 続  避難 必要    警戒   ４相当 継続    特別警報 警報 切 替 …」
と伝えるなど、どの警戒レベルに相当する状況か分かりやすく解説。

水管理 国土保全局 気象庁   
合同記者会⾒

地⽅整備局と気象台
による合同記者会⾒
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大阪管区気象台の取組状況
（防災気象情報の改善）

大阪管区気象台

具体的取組 防災気象情報の改善に関する事項

主な内容 大雨特別警報の発表基準の変更・発表指標の改善

取組機関名

「警戒レベル」との関係をより明確に、大⾬特別警報のうち、台風等を要因とするものは、何らかの災害
がすでに発⽣している可能性が極めて⾼い(警戒レベル5相当の)雨を要因とするものに統一。

早期
注意情報

早期
注意情報

大⾬注意報 台風等を要因とする
大雨特別警報

氾濫注意情報

大⾬注意報 大⾬警報

氾濫注意情報
改善後

特別警報予告の
記者会⾒実施

台風等を要因とする
暴風特別警報
発表

災害がすでに
発生のおそれ

時間 流 

土砂災害警戒情報

改善前
土砂災害警戒情報

【レベル１】 【レベル２】 【レベル３相当】 【レベル４相当】警戒レベル
（●の地点）

氾濫警戒情報 氾濫危険情報

大雨特別警報

氾濫警戒情報 氾濫危険情報

台風等を要因とする大雨特別警報は発表しない

【レベル5相当】

氾濫発⽣情報

大雨特別警報

氾濫発⽣情報

災害発⽣との結びつきが強い「指数」を用いる。
「50年 1度 値  代   地域 災害特性 反映     概 都道府県毎に基準値を設定。
「5km格子」から「1km格子」に高解像度化。

【新たな指標（短時間指標）】
過去の多大な被害をもたらし

た現象に相当する土壌雨量指
数の基準値を地域毎に設定し、
この基準値以上となる1km格
子が概ね10個以上まとまって
出現。

※⻑時間指標 変更   

【効果】
狭い地域において、「50年 一度  満   ⾬量で災害が発⽣する地域においても大⾬特別警

報の発表が可能。
多大な被害までは⽣じなかった現象に対する大⾬特別警報の発表を回避。
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大阪管区気象台の取組状況
（防災気象情報の改善）

大阪管区気象台

具体的取組 防災気象情報の改善に関する事項

主な内容 呼びかけの改善（特別警報を待ってはならないことを伝える・暴風災害に対する呼びかけ）

取組機関名

特別警報を待ってから避難するのでは命に関わる事態になるという「手遅れ感」が確実に伝わる表現。

令和2年9⽉2⽇報道発表資料令和2年9⽉2⽇報道発表資料令和2年9⽉2⽇報道発表資料

強い危機感が確実に伝わるよう、暴風   起    被害 分かりやすく解説するとともに暴風時 取   
⾏動 併せて解説。
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大阪管区気象台の取組状況
（防災気象情報の改善）

大阪管区気象台

具体的取組 防災気象情報の改善に関する事項

主な内容 呼びかけの改善（過去事例の引用）

取組機関名

過去事例 引⽤ 気象台 持 危機感 伝  手段   一定の効果があることから、顕著な被害が
想定されるときには必要 応  臨機 運⽤。

令和〇年台風第●号に関する近畿地⽅気象情報 第△号 令和〇年９⽉〇⽇０６時００分 ⼤阪管区気象台発表
（⾒出し）
非常に強い台風第●号が、〇⽇昼前から⼣⽅にかけて近畿地⽅に最も接近する⾒込みで、平成30年台風第21号に匹敵する

記録的な暴風や⾼潮となるおそれがありますので厳重な警戒が必要です。また、⾼波や⼟砂災害に厳重に警戒し、浸水害、
河川の増水や氾濫にも警戒 してください。

地⽅気象情報（例）

大阪管区気象台        引用  過去事例 概要  覧       
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大阪管区気象台の取組状況
（防災気象情報の改善）

大阪管区気象台

具体的取組 防災気象情報の改善に関する事項

主な内容 「危険度分布」で湛水型内水氾濫表示

取組機関名

本川の増水に起因する内水氾濫（湛水型 内水氾濫） 危険度 確認できるよう改善。

河川流路周辺     表示
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大阪管区気象台の取組状況
（防災教育や防災知識の普及啓発）

大阪管区気象台

具体的取組 防災教育や防災知識の普及に関する事項

主な内容 防災知識の普及啓発

取組機関名

HPに、eラーニング「大⾬の時にどう逃げる」を掲載

〇 教材は、全て気象庁ホームページで公開しています。好きな時間・ペースで学べます。
〇 他人と接触せず学べる教材です。感染症拡大防止策を気にする必要はありません。
〇 専門家や経験者がいなくても、学習 進 方 解説  資料 沿  進     。
〇 人数や実施形式に決まりはありません。難しく考えず、気楽にはじめてください。

「⾃らの命は⾃らが守る」 基本的 知識 学 

動画教材を視聴（約15分×動画5つ）

学
習
す
る
5
つ
の
ス
テ
ッ
プ

Ⅰ  避難  ⾏         理解
避難とは[難]を[避]けることであると理解  
「災害          避難⾏動  理解  

Ⅱ あなたの家の「災害リスク」を知る
「ハザードマップ」など、「災害リスク」を確認する⽅法を学ぶ

Ⅲ 大雨の時の避難先
「災害     応       避難⾏動  異     理解
避難先は「指定緊急避難場所」だけではないことを学ぶ

Ⅳ  避難⾏動  考  
 ⽴ 退 避難    準備」と 移動 時間     理解  
避難の基本「警戒レベル」を学ぶ

Ⅴ あなたの避難のタイミングを考える
 警戒          ⾏動  関係 理解  
防災気象情報を参考に⾃主的に早めに避難することを学ぶ

     https://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/jma-el/dounigeru.html
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大阪管区気象台の取組状況
（防災教育や防災知識の普及啓発）

大阪管区気象台

具体的取組 防災教育や防災知識の普及に関する事項

主な内容 小中学校や地域を対象とした水災害教育の実施

取組機関名

大阪市教育委員会 実施    理科特別授業 一環  小学⽣ 対象     急 大⾬ 雷 ⻯巻 
 ⾝ 守     DVDを⽤いた防災授業を実施。

時間 合計

1分

7分

15分

7分

15分

10分

14分

10分

11分

授業内容 詳細

導入
授業導入の概要説明

45分

雲の種類の説明を行い、積乱雲について解説

DVD

DVD資料映像の放映
①積乱雲のでき方
②積乱雲の発達する様子
③積乱雲が近づく兆し
④竜巻①
⑤竜巻の実験

DVDこれはあぶない被害編本編の放映(6分)+前後の時間(計1分)

ワークシート

45分
DVD DVDこれなら安心解説編の放映(12分)+前後の時間(計2分)

ワークシート ワークシートの解答を発表

ふりかえり他 授業内容の振り返りを行った後、ペットボトルを用いて雲を作る実験等

ワークシート記入方法の説明と児童による記入

休憩時間

ワークシート ワークシートの記入内容を発表

動画を使った授業 ワークシート問題の答え合わせの様子
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大和川河川事務所の取組状況
（重要水防箇所合同巡視）

取組機関名
大阪市、堺市、八尾市、松原市、柏原市、藤井寺市、西日本旅客鉄道(株) 、近畿日本鉄道(株) 、
大阪市高速電気軌道(株)、南海電気鉄道(株) 、阪神電気鉄道(株) 、阪堺電気軌道(株) 、
大和川右岸水防事務組合、大阪府、大阪管区気象台、近畿地整（大和川河川事務所）

具体的取組 水防活動支援のための情報公開、情報共有に関する事項

主な内容 重要水防箇所の情報共有と関係市町等との共同点検の実施

○参加機関からの意見

○他市域を含め合同で巡視することで他市の水防情報や危険箇所も情報共有ができた。今後の水防活動に役立てた
い。
○合同巡視により、H29年台風21号時の河川水位上昇時の状況や災害復旧状況が確認できた。
○現地において、河川の増水や越水に対する堤防の補強、堤防法尻の対策工事の状況が確認できた。
○鉄道会社から見れば、橋梁付近の状況だけでなく、河川全体の危険箇所や洪水対策を理解する良い機会となった。

○日時・参加機関
大阪府
12月3日(木)柏原市、松原市、藤井寺市、八尾市、大和川右岸水防事務組合、

近畿日本鉄道(株)、大阪市高速電気軌道(株)、大阪管区気象台
12月4日(金)松原市、大阪市、堺市、大和川右岸水防事務組合、大阪市高速電気軌道(株)、

南海電気鉄道(株)、阪神電気鉄道(株)、阪堺電気軌道(株)、大阪管区気象台
奈良県
12月 9日(水)王寺町、三郷町、斑鳩町、奈良県、近畿日本鉄道(株)、奈良地方気象台
12月10日(木)安堵町、大和郡山市、奈良県
12月11日(金)河合町、広陵町、三宅町、川西町、奈良県
大和川河川事務所を含め 25機関 延べ人数115名で実施しました。
・場所：大和川直轄官流域
・概要：大和川において迅速かつ的確な水防活動に資するために、水防事務組合・大和川沿川自治体・大和川河川

事務所が合同で、重要水防箇所の状況を巡視しました。今年度から新たに鉄道事業者が加わりました。
重要水防箇所評定基準の見方、洪水時の注意点を踏まえて、現地の状況を確認した他、河床掘削や堤防補
強・堤防法尻補強(粘り強い堤防)の工事状況も視察しました。
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参考資料６．

避難情報に基づくガイドラインの改訂



内閣府HP「避難情報に関するガイドラインの説明資料（スライド形式）」より抜粋
http://www.bousai.go.jp/oukyu/hinanjouhou/r3_hinanjouhou_guideline/pdf/hinan_guideline_3.pdf

避難情報に関するガイドライン（参考）
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内閣府HP「避難情報に関するガイドラインの説明資料（スライド形式）」より抜粋
http://www.bousai.go.jp/oukyu/hinanjouhou/r3_hinanjouhou_guideline/pdf/hinan_guideline_3.pdf

避難情報に関するガイドライン（参考）
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内閣府HP「避難情報に関するガイドラインの説明資料（スライド形式）」より抜粋
http://www.bousai.go.jp/oukyu/hinanjouhou/r3_hinanjouhou_guideline/pdf/hinan_guideline_3.pdf

避難情報に関するガイドライン（参考）
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内閣府HP「避難情報に関するガイドラインの説明資料（スライド形式）」より抜粋
http://www.bousai.go.jp/oukyu/hinanjouhou/r3_hinanjouhou_guideline/pdf/hinan_guideline_3.pdf

避難情報に関するガイドライン（参考）
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避難指示等の円滑な発令等に資する情報提供

各距離標の
ＨＷＬ（計画高水位）

リードタイム60分、水位上昇0.61m
（避難指示の発表から情報伝達、避難を完了
するまでに要する時間）

各距離標の避難判断水位

○〔氾濫危険水位設定〕
各距離標の危険水位：ＨＷＬ、リードタイムから設定される

水位のいずれか低い水位

各距離標堤防断面

市町村に求められる
行動の例

大和川氾濫危険情報

大和川氾濫注意情報

大和川氾濫警戒情報

大和川氾濫発生情報

洪 水 予 報
情 報 名

柏原水位観測所
（水 位）

4
（
危
険
）

2
（
注
意
）

3
（警
戒
）

1

5

レ
ベ
ル

氾濫の発生

氾濫危険水位
（5.1m）

避難判断水位
（4.5m）

氾濫注意水位
（3.2m）

避難判断水位に達した場合、または一定時間後に
氾濫危険水位に到達することが見込まれる場合

※危険レベルが分かるように全国で色を統一

水防団待機水位
（1.5ｍ）

逃げ遅れた住民の
救助等

住民の避難完了

避難指示の発令

高齢者等避難
の発令

水防団の出動

（計画高水位）

水防警報『待機』

氾濫注意水位に到達することが見
込まれる場合、順次、『準備』 『出
動』 『解除』を発令

水防団への待機指示

リードタイム60分、水位上昇0.58m
（高齢者等が避難を開始した後、完了する

までにさらに要する時間）

計画高水流量・計画高水位（H.W.L）

計画高水流量は，河道を設計する場合に基本となる流量で，基本高水を河道と各種洪水調節
施設に合理的に配分した結果として求められる河道を流れる流量のことです。言いかえればこれ
は，基本高水から各種洪水調節施設での洪水調節量を差し引いた流量の 大値です。計画高
水位は，計画高水流量が河川改修後の河道断面（計画断面）を流下するときの水位のことです。
実際の河川水位が計画高位を多少越えただけなら，堤防の高さには余裕があるのですぐに堤防
からあふれ出すことはありません。

○ 国土交通省は、気象庁と共同して、指定された洪水予報河川を対象に「洪水予報」を行い、市町村へ伝達する。
○ 水害の発生が予想された場合、速やかに「水防警報」を発令し、市町村（水防管理団体等）に伝達する。
○ 市町村は、洪水予報を住民等への避難関連情報の発令等に活用するとともに、水防警報を活用して、水防団（消防団）に指示し、水防活動を行う。

※各距離標の危険水位を柏原水位観測所の水位に換算して算出

各距離標の危険水位

柏原水位観測所の受け持ち区間の場合

○〔避難判断水位設定〕

（氾濫開始相当水位）
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水害リスクラインによる水位情報の提供
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学校施設の
水害・土砂災害対策事例集
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参考資料８．

ダムの事前放流



ダムの事前放流について

昨年度 治水協定を結び、ダムの事前放流を
実施することになりました
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参考資料９．

防災教育ポータルについて



防災教育ポータルについて
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防災教育ポータルについて

○ 国土交通省の「防災教育ポータル」では、学校で授業を行う先生方をはじめ、皆様に防災教育に取り組んで
いただく際に 役立つ情報・コンテンツとして、国土交通省の 新の取組内容や授業で使用できる教材例・防
災教育の事例などを紹介

洪水が起こったときに、ただ避難するだけではなく、
川の特性をとらえたうえで、予測、判断、行動につ
なげることをねらいとした動画 (約８分)

https://www.mlit.go.jp/river/bousai/education/index.html#cha01
出典 国土交通省 防災教育ポータル

小学生向け動画 「小学校５年理科
流れる水の働きと土地の変化」（令和2年5月18日）
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○ 実際に行われた防災教育の授業を基に、防災教育の授業を実施する際の参考となるよう作成した動画(各
約5分)

○ 子どもたちが土砂災害がおきた時の危ない
場面を知って、命を守るための行動とふだん
からの備えについて学べる動画（約12分）

防災教育ポータルについて

子ども向け動画「水防団の神様 ～山からの知らせ～」
（令和元年5月31日公開）

先生向け動画「防災教育授業の実践例  小学生 社会・理科 」
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参考資料１０．

防災気象情報の伝え方の改善策と取組



11

防災気象情報の伝え方の改善策と取組

＊本資料 記載    内容    不明 点等        大阪管区気象台
予報課までお問合せください。
必要    訪問等   解説 ⾏                願     

大阪管区気象台
2021年６⽉

大阪管区気象台
Osaka Regional Headquarters,JMA
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2

はじめに 「防災気象情報の伝え方の改善策と推進すべき取組」

気象庁は、「防災気象情報の伝え⽅に関する検討会」を開催し、防災気象
情報 伝 ⽅    課題 整理 、これを受けて、気象庁 毎年度、様々
 改善 ⾏     。

令和２年度 、令和２年７⽉豪⾬ 令和２年台風第10号での新たな課
題を踏まえて、今後 改善策及 中⻑期的 検討   事項についてとりま
とめました。（令和３年４⽉28⽇）（令和３年５⽉24⽇報道発表資料）

今回は、令和２年度 実施  防災気象情報 改善事項 令和３年度 
実施する取組についてお知らせします。
＊「防災気象情報の伝え⽅に関する検討会」で取りまとめられた以外の改善事項も掲載しています。＊すべての改善事項を掲載しているわけではありません。＊ここに記載
    実施予定⽇ 資料作成時    後⽇変更           

大阪管区気象台
Osaka Regional Headquarters,JMA
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令和２年度 防災気象情報 改善 取組 その１

大雨特別警報（土砂災害）の発表指標の改善
特別警報 発表事例 検証   特別警報  何   災害    発
⽣しているという、警戒レベル5相当の状況に一層適合するように、災害と
の結びつきが強い「指数」を⽤いた新たな指標を導入
（令和2年7⽉より全国的に運⽤開始）

大⾬特別警報（土砂災害）

⻑時間指標
（48h⾬量＋土壌⾬量指数[5kmﾒｯｼｭ]）

短時間指標
（3h⾬量＋土壌⾬量指数[5kmﾒｯｼｭ]）

新たな指標
（土壌⾬量指数[1kmﾒｯｼｭ]）

大雨特別警報と警戒レベルの関係を明確化
大⾬特別警報に警戒レベル3相当と警戒レベル５相当があるのはわかりに
    意⾒    。

台風等 要因   大⾬特別警報 ⾒直 、⾬を要因とする大⾬特
別警報に一元化（令和2年8⽉ ）

大雨特別警報 警報等  切替後の河川氾濫
への注意喚起

大⾬特別警報解除後の注意喚起のため、水管理 国土保全局 気象庁
 合同会⾒ 実施      、河川氾濫 関  情報 発表    
とした。（令和2年出水期  実施）

特別警報を待ってはならないことを伝える
会⾒等    、特別警報を待ってから避難するのでは命にかか
わる事態になるという「手遅れ感」が伝わる呼びかけを実施

（令和２年出水期 ）

「特別警報が発表されて
から避難するのでは
手遅れとなります。」

大阪管区気象台
Osaka Regional Headquarters,JMA
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令和２年度 防災気象情報の改善の取組 その２
洪水キキクル（洪水警報 危険度分布）の表示改善
河川 増水   下流 ⽀川    本川   逆流   氾濫 発⽣ 
たが、「危険度分布   湛水型 内水氾濫  危険度 適切 表現  
ていなかった。

洪水警報 危険度分布    本川流路    表示
（令和２年5⽉ ）
⾬が降っていなくても、           ⽀川氾濫 危険度 ⾼  
について⾃治体に連絡（令和2年6⽉ ）

内水氾濫 危険度 
河川流路周辺     表示

暴風災害 対  呼   改善
暴風災害 対  強 危機感  ⾃治体 住⺠ 対  ⼗分 伝   
いなかったのではないか。

暴風   起  得 被害・取   ⾏動 解説
（令和2年出水期 ）
台風 発達  ⾒込  熱帯低気圧 予報 ５⽇先  延⻑
（令和2年9⽉ ）

広報強化
東京消防庁のボウサイ島（あつまれ どうぶつの森）とのコラボ
気象庁Youtubeに広報⽤動画掲載

Web講習形式の動画を配信
新型コロナウィルス対策により通常の講習会等開催による周知が厳しいこと

を踏まえ、 Web講習形式の動画で、⾃治体や気象キャター等を対象
に今後の気象庁の取組等について説明を実施し、利活⽤を促進。

「防災気象情報の伝え⽅に関
する検討会」の報告書を受けた
今後の気象庁の取組等につい
て説明

（令和2年8⽉7⽇より実施）

大阪管区気象台
Osaka Regional Headquarters,JMA
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令和３年度 「防災気象情報の伝え方の改善策と推進すべき取組」

１．     （危険度分布）通知     細分化
２． 記録的短時間大⾬情報の改善
３． 警戒レベルと対応した⾼潮警報等に改善
４． 大⾬特別警報の新たな発表指標（土砂災害）
５． 顕著な大⾬に関する情報（線状降水帯 関  情報）
６． 降⾬ 暴風等    起    災害 解説 一層強化
７ ．防災気象情報と警戒レベルとの対応
８ ．警戒   相当情報 理解 促進

主な取組の紹介
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キキクル通知サービスの細分化について

住⺠ ⾃主的 避難 判断         、キキクル「危険度分布」の通知サービスについて、政令指
定都市については、よりきめ細かい区単位でも通知を開始。（令和3年度出水期前 目途に実施）

改善の方向性（案）
キキクル通知サービスの通知単位の細分化も含めた検討。

政令指定都市          細  区単位  通知 開始 
併せて、1km          危険度分布      活⽤     細  通知     促進 
市町村における避難指示 発令単位の検討に気象台 積極的 協⼒  準備が整った地域から
発令単位等 合   市町村      細分  通知 開始 （中⻑期的 検討 進  ）

現状 改善後のイメージ（案）
A市

市町村の避難指示の
発令単位等 合   
市町村をいくつかに
細分した通知の提供に
向けて検討を進める

A市

令和３年
6⽉8⽇ 

大阪管区気象台
Osaka Regional Headquarters,JMA
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記録的短時間大雨情報の改善

記録的短時間大⾬情報は、大⾬警報発表中に、現在 降⾬   地域    土砂災害や浸水害、
中小河川の洪水災害の発⽣につながるような、稀   観測   ⾬量であることを伝えることで、どこで
災害発⽣ 危険度 ⾼       「キキクル」で確認し、⾃主的な安全確保の判断を促すもの。
記録的短時間大⾬情報を、当該市町村が警戒レベル４相当の状況となっている場合にのみ発表する
ことで、災害発⽣ 危険度 急激 上昇 、速やかな安全確保が必要な状況となっている   適切に
伝えられるように改善。

大雨警報を発表中に、記録的
短時間大雨情報の基準に到達
したときに発表。

キキクルで「非常に危険」（警戒レベル４
相当）以上が出現し、記録的短時間大雨情報
の基準に到達したときにのみ発表する。

これまで 改善後
災害発生と
結びつきが
強い情報に
改善

大雨警報（土砂災害）の
危険度分布

解析雨量
猛烈 雨 解析 
記録的短時間大雨情報を発表。

00時10分

しかし、「非常に危険」は出現せず、災害も発生せず。

大雨警報（浸水害）の
危険度分布

洪水警報 危険度分布

苫小牧市

00時10分 00時10分 00時10分

令和元年11⽉12⽇ 胆振地方 例

キキクル「危険度分布」 危険度 発表条件 加     、災害発生 危険度が急
激に上昇し、速やかな安全確保が必要な状況となっていることが伝わるように改善。

令和３年
6⽉8⽇ 

大阪管区気象台
Osaka Regional Headquarters,JMA
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警戒レベルと対応した高潮警報等に改善

⾃治体 住⺠ ⾼潮警報のみで避難が必要とされる警戒レベル４に相当しているかを判断できるよう、
暴風警報発表中 「⾼潮警報 切 替  可能性 ⾼ 注意報」は⾼潮警報として発表するよう改善。

⾼潮災害からの避難は、潮位 上昇  前 暴風 避難        、⾼潮警報のみでは
判断できず、暴風警報 考慮  判断 必要      。
⾼潮警報のみで、避難指示（警戒レベル４） 発令  目安 到達        判断
できるよう、暴風警報発表中 「⾼潮警報 切 替  注意報」は⾼潮警報として発表する。

平成30年台風第21号 例

改善

⾼潮警報   避難指示 発令  目安 到達     判断     、
暴風警報発表中 「⾼潮警報 切 替  可能性 ⾼ 注意報」は、
⾼潮警報（警戒レベル4相当）として発表する。

高潮からの避難が必要な状況であることがより明確に伝わるようになり、より安全な
      住⺠ 避難     可能 。

令和３年
6⽉8⽇ 

大阪管区気象台
Osaka Regional Headquarters,JMA
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大雨特別警報の新たな発表指標（土砂災害）

→集中的に発⽣する急傾斜地崩壊
及 土⽯流

土砂災害警戒情報

大雨特別警報（土砂災害）

基準値の設定に⽤いる災害

→多大な被害をもたらす土砂災害
（大規模または同時多発的な土⽯流）

※ 特別警報の基準値は、警報・注意報の基準値と
同様、定期的 ⾒直  検討       。

多大な災害が発⽣した時間帯の指数の値を新たな発表指標における基準値とする。
イメージ図

多大な被害をもたらした現象に相当する基準値を設定し、この基準値以上となる
１km格子が概ね10格子以上まとまって出現すると予想され、かつ、土砂災害発⽣に
関係するような激しい⾬※    降 続 と予想される場合、大⾬特別警報を発表。
※ 10分間に概ね５ミリ以上（ 1時間に概ね30ミリ以上）の⾬に相当。

概ね
30

実況

１時間先

２時間先注
意
報
基
準
値

警
報
基
準
値

土
砂
災
害
警
戒
情
報
基
準

特
別
警
報
の
基
準
値

局所的な土砂災害を引き起こす渓流 広 を
念頭 、危険度分布      指数の
解析精度等も考慮して概ね10格子とする。
※1km格子が10個未満の島も発表対象となり得る
（周囲 降⾬状況等  総合的 判断）

大雨特別
警報発表

令和３年
6⽉8⽇ 

参考10-9
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発表指標

50年 一度 値
＜５kmメッシュ＞

危険度分布の技術（指数）
＜１kmメッシュ＞

48
時
間
降
水
量

3
時
間
降
水
量

土
壌
⾬
量
指
数

最大危険度
（濃い紫）

新たな指標に
用いる基準値

土砂
災害

浸水
⼜は洪水 土砂災害

土砂災害
⻑時間指標 50格子 － 50格子 出現 － －
短時間指標 － 10格子 10格子 出現 ー －

浸水害
⻑時間指標 50格子 ー 50格子 ー 出現 －
短時間指標 ー 10格子 10格子 － 出現 －

土砂災害
⻑時間指標 50格子 － 50格子 出現 － －
新たな指標 ー － － － － 10格子

浸水害
⻑時間指標 50格子 ー 50格子 ー 出現 －
短時間指標 ー 10格子 10格子 － 出現 －

土砂災害 新たな指標 ー － － － － 10格子

浸水害
⻑時間指標 50格子 ー 50格子 ー 出現 －
短時間指標 ー 10格子 10格子 － 出現 －

※ 東京都伊⾖諸島北部  令和元年10⽉11⽇  土砂災害 新  指標 先⾏的 導入
※ 1km    土壌⾬量指数  移⾏ 完了     一部地域  、土砂災害の新たな指標を⽤いず短時間指標を引き続き運⽤

平成29年
7⽉7⽇ 

令和2年
7⽉30⽇ 

令和3年
6⽉8⽇ 

大雨特別警報の指標改善に関する計画

⻑時間指標 
短時間指標の統一

令和３年
6⽉8⽇ 

大阪管区気象台
Osaka Regional Headquarters,JMA

参考10-10
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顕著な大雨に関する情報（線状降水帯 関  情報       情報イメージ）

。

● 背景    始     
毎年    線状降水帯   顕著 大⾬ 発⽣ 、数多くの甚大な災害が⽣じています。この線状

降水帯   大⾬が、災害発⽣ 危険度 ⾼  につながるものとして社会に浸透しつつあり、線状降水
帯による大⾬が発⽣している場合は、危機感を⾼めるためにそれを知らせてほしいという要望があります。

● 位置づけ  情報       
大⾬   災害発⽣ 危険度 急激 ⾼     中 、線状 降水帯   非常 激  ⾬ 同 

場所 降 続    状況 「線状降水帯」というキーワードを使って解説する情報です。
※ この情報は警戒レベル相当情報を補足する情報です。警戒レベル４相当以上の状況で発表します。

線状降水帯 関  情報      

○○地⽅、○○地⽅では、線状降水帯   非常 
激  ⾬ 同 場所 降 続     。命に危険が
及 土砂災害 洪水   災害発⽣ 危険度 急激
に⾼まっています。

大⾬災害発⽣ 危険度
が急激に⾼まっている線
状降水帯 ⾬域

線状降水帯 関  情報     線状降水帯 関  情報 補足  
図情報のイメージ顕著な大雨に関する〇〇県気象情報

※ 線状降水帯    大河川 下流部  今後危険度 ⾼  可能性       留意  必要   旨       等 解説 記述   

※  ⾬雲 動  （⾼解像度
降水      ） 例 

※ この情報により、報道機関や気象キャスター等が「線状降水帯」というキーワードを⽤いた解説がしやすくなることが考えられます。
既存の気象情報も含めて状況を的確にお伝えすることにより、多くの⽅々に大⾬災害に対する危機感をしっかり持っていただくことを期待します。

令和３年
6⽉17⽇ 

参考10-11
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1. 【⾬量】 解析⾬量（5kmメッシュ）    前３時間積算降水量 100mm以上の分布域の面積が
500km2以上

2. 【⾬量】 1.の形状が線状（⻑軸・短軸⽐2.5以上）
3. 【⾬量】 1. 領域内 最大値 150mm以上
4. 【危険度】 1. 領域内 「土砂キキクル」において土砂災害警戒情報の基準を実況で超過（かつ大⾬特別

警報 土壌⾬量指数基準値  到達割合8割以上）⼜は「洪水キキクル」において警報基準を大きく超過
した基準を実況で超過（いずれも警戒レベル4相当以上）

顕著な大雨に関する情報の発表基準

顕著な大雨に関する情報の発表基準

大⾬   災害発⽣ 危険度 急激 ⾼     中 、線状 降水帯   非常 激  ⾬ 
同 場所 降 続    状況 「線状降水帯」というキーワードを使って解説できるよう、顕著な
大⾬に関する情報の客観的な基準を設定。
※ なお、線状降水帯     専門家 間  様々 定義 使     。

次々と発⽣する発達した⾬雲（積乱雲） 列    、組織化した積乱雲群によって、数時間にわたって
ほぼ同じ場所を通過または停滞することで作り出される、線状 伸  ⻑ 50 300km程度、幅20 
50km程度 強 降水     ⾬域。

（参考）予報用語    線状降水帯 定義

※ 上記１ ４    条件 満   場合 発表   
※ 再度基準 超過     情報発表 抑止  期間 ３時間    
※ 運⽤開始後  利⽤者   意⾒ 踏     必要 応  発表条件 ⾒直  精度検証 実施       情報 

意味 周知徹底 利活⽤促進 図     継続的 情報改善 努   

（内閣府SIPと連携して発表基準を検討）

第9回 防災気象情報 伝 ⽅ 関  検討会 資料２ 一部加筆

令和３年
6⽉17⽇ 

大阪管区気象台
Osaka Regional Headquarters,JMA
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降雨 暴風等    起    災害 解説 一層強化

「特別警報級の台風」という表現を使⽤する場合は、大⾬ 暴風等    どのような災害が想定
されるのかがより伝わるよう解説を一層強化。

「特別警報級」の台風接近時に、降雨 暴風等         災害 想定        伝  
資料 充実   等、解説を一層強化する。

令和３年
出水期

令和２年台風第10号時 暴風   災害 解説例

令和元年房総半島台風
（経済産業省提供資料）

平成30年台風第21号
（海上保安レポート2019より）

令和元年房総半島台風
（気象庁職員撮影）

①主な災害時に観測された風速と被害写真 例示 ②風速によって起こり得る災害を解説

平均風速40メートル
以上の表現も記述で
きないか、「⻯巻等突
風の強さの評定に関
する検討会」でいただ
  御意⾒ 踏  
て検討中。

参考10-13
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【令和３年5⽉20⽇ 】警戒レベル5に「災害 切迫」がある状況も含まれることに伴い、引き続き大⾬特別警報を警戒
レベル５相当として位置付け、警戒レベル５「緊急安全確保」 発令基準例   「避難情報に関するガイドライン」に
記載する。
【令和４年度以降】令和4年度以降、新たな大⾬特別警報の基準値への到達を示す「キキクル（危険度
分布）」の「災害切迫(仮)」（⿊）を警戒レベル５相当に位置付けるとともに、警戒レベル４が避難指示に
一本化されることを踏まえ、「キキクル（危険度分布）」の警戒レベル４相当も「危険(仮)」（紫）に一本化する。

防災気象情報と警戒レベルとの対応 令和４年度
以降

令和３年
5⽉20⽇ 

大⾬・洪水警報

改善案

改善前
土砂災害警戒情報

レベル３相当 レベル４相当

     
警戒

     
非常に危険

レベル５相当

大⾬・洪水警報 土砂災害警戒情報
レベル３相当 レベル４相当

     
赤

     
紫

     
⿊

レベル５相当
大⾬特別警報※3

※1 避難指示（緊急） 発令基準     技術的 改善 進  段階  警戒     位置付  改  検討 
※2 市町村⻑ 警戒   ５ 災害発⽣情報 発令基準    ⽤    
※3 重大な災害の起こるおそれが著しく⾼まっている場合に発表し、何らかの災害がすでに発⽣している可能性が極めて⾼い。

リードタイムなし。

災害 切迫 含 災害 切迫 含 。予測で土砂災害警戒
情報の基準等に到達

     ※1

極めて危険（土砂災害）

（大⾬特別警報）※2※3

実況で土砂災害警戒
情報の基準に到達

実況⼜は予測で土砂災害
警戒情報の基準等に到達

【新設】
新たな大⾬特別警報の基準
値に実況⼜は予測で到達。

令和４年度以降

令和３年５⽉20⽇ 

大⾬特別警報が発表された際の警戒レベル５緊急安全確
保の発令対象区域 絞 込  活⽤     考     

大阪管区気象台
Osaka Regional Headquarters,JMA
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警戒   相当情報 理解 促進

市町村単位の警戒レベル相当情報（大⾬警報等）が出されたら、地域の状況が災害の
種類ごとに詳細に分かる情報（キキクル「危険度分布」、水害リスクライン等）を確認すること、避
難情報 発令        住⺠ ⾃ 避難⾏動   際 判断 参考としていただきたいこ
との周知を強化。

令和３年
出水期

市町村単位の警報
等が発表されたらキ
キ ク ル 「 危 険 度 分
布」で詳細を確認す
るよう解説。

避難指示等と防災
気 象 情 報 の 発 表
タイミングは必ずしも
一 致 し な い こ と も
解説。

避難情報のポイント解説（内閣府）

・・・そして、 ⾃宅    、避難所や親戚・友人宅
等への避難が必要と判断された場合は、避難指示
が出なくても、警報や土砂災害警戒情報の発表を
踏まえ、少しでも危険を感じれば、躊躇せずに早めに
避難を⾏      。⾼齢者や障がい者などの要配
慮者については、特に避難に時間を要することから、
早めの避難をお願いします。

http://www.bousai.go.jp/r2typhoon10.html

令和2年台風第10号接近時の防災担当大⾂から
国⺠  呼   （令和2年9⽉4⽇）

http://www.bousai.go.jp/oukyu/hinanjouhou/r3_hinanjouhou_guideline/

大阪管区気象台
Osaka Regional Headquarters,JMA
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「防災気象情報の伝え⽅に関する検討会」の内容については気象庁ホームページ
で公開しています。
以下のアドレスでご確認ください。

https://www.jma.go.jp/jma/kishou/shingikai/kentoukai/tsutaekata/tsutaekata_kentoukai.html

実施⽇ 報道発表資料（令和３年5⽉24⽇）を参照してください。
「⾃  命 ⾃  守  社会 ⽀  取組     防災気象情報 伝 ⽅改善 
https://www.jma.go.jp/jma/press/2105/24a/20210524_tsutaekatakaizen.html

大阪管区気象台
Osaka Regional Headquarters,JMA
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参考資料１１．

災害時における国土地理院の対応
（国土地理院）
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参考資料１２．

危機管理型水位計・簡易型河川監視カメラ



番号 河川名 名称

1

大和川

大和橋下流(右岸3.8k)
2 南海鉄橋上流(右岸5.2k)
3 阪和線橋梁下流(左岸5.8k)
4 吾彦大橋上流(右岸7.2k)
5 行基大橋下流(左岸8.4k)
6 行基大橋上流(右岸8.6k)
7 下高野橋下流(左岸8.8k)
8 瓜破大橋下流(左岸10k)
9 瓜破大橋上流(右岸10.6k)
10 高野大橋上流(左岸11k)
11 明治橋下流(左岸11.4k)

番号 河川名 名称

12

大和川

明治橋下流(左岸12.2k)
13 新明治橋上流(右岸13k)
14 新明治橋上流(右岸13.8k)
15 新大井橋上流(右岸16.2k)
16 新大井橋上流(左岸16.4k)
17 新大和橋上流(左岸17.8k)
18 国豊橋下流(左岸19k)
19 国豊橋上流(右岸20.2k)
20 第五橋梁上流(左岸21.8k)
21 国分寺大橋下流(右岸22k)
22 国分寺大橋上流(左岸22.6k)

番号 河川名 名称

23

大和川

大正橋下流(左岸25.0k)

24 大正橋上流(右岸25.6k)

25 神前橋下流(左岸26.6k)

26 神前橋上流(右岸27.0k)

27 第二橋梁上流(左岸27.4k)

28 第一橋梁下流(右岸30.6k)

29 新御幸橋下流(左岸31.8k)

30 太子橋下流(左岸34k)

31 太子橋上流(左岸34.4k)

①

②

③

④

⑤ ⑦

⑥
⑧ ⑨ ⑪

⑩
⑫

⑬
⑭

⑯ ⑰

⑮

⑱

⑲
⑳

 
 

 

 
 

 
 

    

 

番号 河川名 名称

32
曽我川

小柳橋下流(右岸1.6k)

33 小柳橋下流(左岸1.6k)

34

佐保川

近鉄橋梁上流(左岸1.8k)

35 井筒橋(左岸3.6k)

36 寿橋下流(右岸4k)

37 寿橋(左岸4.4k)

38 杉橋下流(左岸4.8k)

39 杉橋(右岸5k)

40 郡界橋(左岸6.8k)

41 羅城門橋(左岸7.4k)

 

 

 

 
 

 
 

 

 

危機管理型水位計の整備

大阪府域：22箇所 奈良県域：19箇所

参考12-1



番条下流向

番条上流向

昭和橋下流向

昭和橋上流向

昭和
橋

遠里小野下流向

遠里小野上流向

遠里小野

柏原下流向

柏原上流向

柏原

通常型カメラ映像について（川の防災情報）

南港

住之江

下高野橋

香ヶ丘

今池

道明寺下流向

石川合流
点

藤井下流

藤
井

藤井水位

葛下川合流

JR第一大和川橋梁

富雄川合流

保田

寺川合流

高瀬川

板東下流向 板東上流向

平成30年6月1日から追加配信しているＣＣＴＶ

番
条

板東 佐保川合流

平成30年5月31日以前から配信しているＣＣＴＶ

2
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簡易型河川監視カメラ

奈良県

大阪府

佐
保

川

凡 例

河川監視カメラ（簡易型）
・多くの画像情報を取得し住民に提供することで、適切な避難判断を促すことを目的に、民間企業等と
「簡易型河川監視カメラ」を設置しました。

大和川築港
八幡町(下)

大和川築港
八幡町(上)

大和川阪神高速
湾岸線大和川橋梁

大和川大阪市住之江区
新北島

大和川阪堺大橋

大和川阪和線
大和川橋梁

大和川天美北

大和川高野大橋

大和川新明治橋

大和川
八尾市若林町

大和川
柏原市片山町

大和川柏原市高井田

大和川柏原市国分市場 大和川柏原市青谷

大和川大正橋

大和川
王寺町元町

大和川
近鉄生駒線橋梁

大和川新御幸橋

大和川太子橋

曽我川
広陵町萱野

曽我川
広陵町大場

佐保川杉橋

川の水位情報 https://k.river.go.jp/

佐保川稗田橋

佐保川大和郡山市高田町

佐保川羅城門橋

曽我川保橋

曽我川河合町長楽
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川の水位情報「河川監視カメラ（CCTV・簡易型）」
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○川の水位情報 https://k.river.go.jp/

危機管理型水位計や通常観測所の水位計の他、河川監視カメラの情報を収集・提供しています。

川の水位情報
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参考資料１３．

水防災意識社会の再構築に向けた
緊急行動計画の改定
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避難勧告は廃止となったため、避難指示と読み替える。



参考13-3



参考13-4



参考13-5



参考13-6



参考13-7



参考13-8



参考13-9



参考13-10



参考13-11



参考13-12



参考13-13




